
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第４章 分野別施策

第１節 科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

（１） 喫煙（受動喫煙を含む）について

11  現現状状とと課課題題  

平成 28（2016）年 8 月の「喫煙の健康影響に関する検討会

報告書」によると、能動喫煙によって年間約 13 万人が死亡し

ていることや、肺がんのリスクが男性では約 4 倍、女性では約

3 倍に上昇することが報告されています。また、同報告書では、

受動喫煙によって、非喫煙者の肺がんのリスクが約 3 割上昇

すること等が報告され、受動喫煙と肺がん等の疾患の因果関係

を含め、改めて、受動喫煙の健康への影響が明らかになりまし

た。 

 

たばこ対策については、『みやぎ 21 健康プラン』に基づき、

「宮城県受動喫煙防止ガイドライン」の策定や「受動喫煙防止

宣言施設登録制度」、「みやぎ受動喫煙ゼロ週間」を制定し、受

動喫煙防止対策の普及啓発を行ってきました。 

○ 本県の喫煙率は全国平均より高い状況にある 

○ 非喫煙者に対する受動喫煙の健康影響についても懸念される 

１ がんの一次予防

〇 第３次みやぎ 21 健康プランに基づく生活習慣病予防（喫煙）の取組 

また、たばこの健康影響に関し、インターネット、リーフレット等による情報発信、小中学

校・高等学校等の未成年者を対象とした喫煙防止の講習会や学校保健担当者向けの研修会を

開催したほか、たばこをやめたいと思っている人が禁煙外来のある医療機関や禁煙支援薬局

などで禁煙指導を受けられるよう支援体制の充実を図ってきました。 

 

 こうした取組により、県内の 20 歳以上の喫煙率は 24.3％（平成 28（2016）年）から 20.0％

（令和 4（2022）年）に減少しましたが、禁煙を希望しながらも実行できていない方が一定

数みられる状況があります。また、妊娠中の喫煙は、2.6％（平成 28（2016）年）から 1.4％

（令和 4（2022）年）に減少しましたが、目標までは至りませんでした。妊娠中の喫煙は、

母子の健康に危険を及ぼす可能性が高いことから、妊娠中のたばこ対策などを推進する必要

があります。 

１　がんの一次予防

（１）　喫煙（受動喫煙を含む）について

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題

第１節　科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

分野別施策第４章
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項 目 
宮城県 

括弧内は全国順位 
全国 

喫煙率   計 18.3％（42 位） 16.1％ 

男 28.8％（38 位） 25.4％ 

女 8.4％（36 位） 7.7％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：県民健康・栄養調査  ＊1 平成 22 年国民生活基礎調査 *2 健康推進課調べ *3 補正値  

 

２ 取組の方向性 

取 組 
ベースライン値 

（平成 28 年） 

現況値 

（令和 4 年） 

第 3 期計画 

の目標値 

20 歳以上の喫煙率の減少 24.3％（＊3）   20.0％（＊3） 12.0％  

20 歳未満の喫煙をなくす   2.0％（＊1） ―  0％  

妊娠中の喫煙をなくす  2.6％（*2） 1.4％（*2） 0％  

受動喫煙の機会を有する者の割合の低下 

「家庭（毎日）」 

「職場（毎日・時々）」 

「飲食店（毎日・時々）」 

 

17.8％（＊3） 

37.6％（＊3） 

40.4％（＊3） 

 

 13.3％（＊3） 

 25.3％（＊3） 

 15.9％（＊3） 

 

0％  

0％  

0％  

喫煙の健康影響に関する知識の普及「肺がん」 87.4％（＊3）  83.7％（＊3） 100％  

 

《図表 4-1-1》取組による成果・進捗（県） 

（１）多様な主体による喫煙の健康影響に関する普及啓発 

県は、多様な主体と連携し、各種イベントやキャンペーンなどを活用して、喫煙及び受

動喫煙の健康影響に関する知識の啓発や禁煙に関する情報提供を行います。 

市町村や医療機関と連携を図りながら、妊娠中の喫煙による妊婦や胎児への影響等の

知識の普及に取り組みます。 

２０歳未満の喫煙防止のため、児童・生徒や保護者に向けた啓発など学校保健と連携し

た取組を推進するとともに、喫煙の健康影響に関する認識を深め、社会全体で未成年者を

喫煙の影響から守ろうとする機運の醸成に向けた情報共有も行います。 

《参考》全国との比較                  

出典：R4 国民生活基礎調査 

 

受動喫煙の機会を有する者の割合は、家庭（毎日）、職場（毎日・時々）、飲食店（毎日・

時々）で減少していますが、目標までは至らず、特に家庭や職場におけるこどもや妊婦の方

などへの健康影響が懸念されます。 

 

喫煙の健康影響に関する知識の普及については改善がみられず、意識向上のための取組が

必要です。 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第４章 分野別施策

第１節 科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

（１） 喫煙（受動喫煙を含む）について

11  現現状状とと課課題題  

平成 28（2016）年 8 月の「喫煙の健康影響に関する検討会

報告書」によると、能動喫煙によって年間約 13 万人が死亡し

ていることや、肺がんのリスクが男性では約 4 倍、女性では約

3 倍に上昇することが報告されています。また、同報告書では、

受動喫煙によって、非喫煙者の肺がんのリスクが約 3 割上昇

すること等が報告され、受動喫煙と肺がん等の疾患の因果関係

を含め、改めて、受動喫煙の健康への影響が明らかになりまし

た。 

 

たばこ対策については、『みやぎ 21 健康プラン』に基づき、

「宮城県受動喫煙防止ガイドライン」の策定や「受動喫煙防止

宣言施設登録制度」、「みやぎ受動喫煙ゼロ週間」を制定し、受

動喫煙防止対策の普及啓発を行ってきました。 

○ 本県の喫煙率は全国平均より高い状況にある 

○ 非喫煙者に対する受動喫煙の健康影響についても懸念される 

１ がんの一次予防

〇 第３次みやぎ 21 健康プランに基づく生活習慣病予防（喫煙）の取組 

また、たばこの健康影響に関し、インターネット、リーフレット等による情報発信、小中学

校・高等学校等の未成年者を対象とした喫煙防止の講習会や学校保健担当者向けの研修会を

開催したほか、たばこをやめたいと思っている人が禁煙外来のある医療機関や禁煙支援薬局

などで禁煙指導を受けられるよう支援体制の充実を図ってきました。 

 

 こうした取組により、県内の 20 歳以上の喫煙率は 24.3％（平成 28（2016）年）から 20.0％

（令和 4（2022）年）に減少しましたが、禁煙を希望しながらも実行できていない方が一定

数みられる状況があります。また、妊娠中の喫煙は、2.6％（平成 28（2016）年）から 1.4％

（令和 4（2022）年）に減少しましたが、目標までは至りませんでした。妊娠中の喫煙は、

母子の健康に危険を及ぼす可能性が高いことから、妊娠中のたばこ対策などを推進する必要

があります。 

２　取組の方向性

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第４章 分野別施策

第１節 科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

（１） 喫煙（受動喫煙を含む）について

11  現現状状とと課課題題  

平成 28（2016）年 8 月の「喫煙の健康影響に関する検討会

報告書」によると、能動喫煙によって年間約 13 万人が死亡し

ていることや、肺がんのリスクが男性では約 4 倍、女性では約

3 倍に上昇することが報告されています。また、同報告書では、

受動喫煙によって、非喫煙者の肺がんのリスクが約 3 割上昇

すること等が報告され、受動喫煙と肺がん等の疾患の因果関係

を含め、改めて、受動喫煙の健康への影響が明らかになりまし

た。 

 

たばこ対策については、『みやぎ 21 健康プラン』に基づき、

「宮城県受動喫煙防止ガイドライン」の策定や「受動喫煙防止

宣言施設登録制度」、「みやぎ受動喫煙ゼロ週間」を制定し、受

動喫煙防止対策の普及啓発を行ってきました。 

○ 本県の喫煙率は全国平均より高い状況にある 

○ 非喫煙者に対する受動喫煙の健康影響についても懸念される 

１ がんの一次予防

〇 第３次みやぎ 21 健康プランに基づく生活習慣病予防（喫煙）の取組 

また、たばこの健康影響に関し、インターネット、リーフレット等による情報発信、小中学

校・高等学校等の未成年者を対象とした喫煙防止の講習会や学校保健担当者向けの研修会を

開催したほか、たばこをやめたいと思っている人が禁煙外来のある医療機関や禁煙支援薬局

などで禁煙指導を受けられるよう支援体制の充実を図ってきました。 

 

 こうした取組により、県内の 20 歳以上の喫煙率は 24.3％（平成 28（2016）年）から 20.0％

（令和 4（2022）年）に減少しましたが、禁煙を希望しながらも実行できていない方が一定

数みられる状況があります。また、妊娠中の喫煙は、2.6％（平成 28（2016）年）から 1.4％

（令和 4（2022）年）に減少しましたが、目標までは至りませんでした。妊娠中の喫煙は、

母子の健康に危険を及ぼす可能性が高いことから、妊娠中のたばこ対策などを推進する必要

があります。 

（１）多様な主体による喫煙の健康影響に関する普及啓発

る
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  項  目 
現況値 

（令和 4 年） 
目標値 

20 歳以上の喫煙率の減少 18.8％ 12.0％  

20 歳未満の喫煙をなくす ―  0％  

妊娠中の喫煙をなくす 1.4％ 0％  

受動喫煙の機会を有する者の割合の低下 

「家庭（毎日）」 

「職場（毎日・時々）」 

「飲食店（毎日・時々）」 

 

12.6％ 

22.0％ 

13.8％ 

 

0％  

0％  

0％  

喫煙の健康影響に関する知識の普及「肺がん」 82.7％ 100％   

 

  第３次みやぎ２１健康プランの目標値 数値目標 

（（２２））望望ままなないい受受動動喫喫煙煙がが生生じじなないい環環境境づづくくりり  

県は、市町村や関係団体等と連携を図りながら、制度の周知と健康

増進法を順守した受動喫煙防止対策が徹底されるように取組を行い

ます。また、受動喫煙防止のための社会環境整備に取り組む施設を増

やし、職場や飲食店における受動喫煙のない環境づくりを推進しま

す。 

子どもや妊婦に与える受動喫煙の健康影響についての理解を深め、

家庭での受動喫煙防止対策に対する意識の向上を図ります。 

 （（３３））禁禁煙煙支支援援にに係係るる情情報報発発信信  

県は、医療機関や禁煙支援薬局等と連携を図りながら、喫煙者が禁煙を意識する機会が持

てるような情報提供を行い、禁煙を実施するための支援策を講じます。また、禁煙外来のある

医療機関や禁煙支援薬局などの情報提供を行い、禁煙に向けた支援を推進していきます。 

（（４４））喫喫煙煙のの健健康康影影響響にに関関すするる知知識識のの普普及及  

県は、市町村や関係団体等と連携を図りながら、喫煙や受動喫煙の健康影響に関する意識

向上のため普及啓発活動を一層推進します。特に、肺がんなどの呼吸器疾患との関わりに関

する知識については、更なる普及に向けた啓発の強化を行います。 

出典：県民健康・栄養調査 

P30 ≪図表４－１－１≫取組による成果・進捗（県）の本計画のベースライン値（平成 28 年）及び現況値（令

和４年）は、経年比較のため、第２次みやぎ２１健康プラン策定時（平成 22 年調査値を基準）の県民健康・栄養

調査回答者の性別・年齢構成にあわせて補正した値です。 

P31 記載の次期計画「第３次みやぎ２１健康プラン」の目標値は、令和４年県民健康・栄養調査をベースライン

とすることから、補正しないデータを現況値としています。 

 

（２）望まない受動喫煙が生じない環境づくり

（３）禁煙支援に係る情報発信

（４）喫煙の健康影響に関する知識の普及
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（２） その他の生活習慣について

11  現現状状とと課課題題  

がん予防のための栄養・食生活は、第２次みやぎ２１健康プラ

ン（後期）及び第４期宮城県食育推進プランと連動し、減塩や野

菜摂取量増加に重点を置き進めてきました。 

 

企業、大学、市町村、関係団体の協力のもと「ベジプラス 

１００＆塩eco推進事業」による外食・中食を利用した健康づくり

のための食環境の整備、各保健所による食品の栄養表示基準の普

及、地域での食生活改善普及、こどもの食育啓発事業などのみや

ぎの食育推進戦略事業の取組を実施してきましたが、コロナ禍が

長期に渡り普及の機会が十分ではありませんでした。 

 

これらの取組により、食塩摂取量は減少傾向ですが、野菜摂取

量、肥満者の割合、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒してい

る者の割合の改善はみられず、飲酒習慣についても正しい情報の

提供などの取組が必要です。 

 

○ 予防可能ながんのリスク因子の減少のため、メタボリックシンド 

ロームや生活習慣病の予防・改善等への取組が必要である 

〇 第３次みやぎ 21 健康プランに基づく生活習慣病予防（食生活・運動習慣等）

の取組 

〇 スマートみやぎ健民会議を核とした様々な企業・団体と連携による普及啓発

活動の推進 

〇 拠点病院等による地域へのがん予防に関する普及啓発と、相談支援 

センターによるがん予防に関する情報提供体制の整備 

栄養・食生活 

 

適切な栄養・食生活の実践に向けて、食環境の改善を進めるとともに実効性を上げる

ため、県民の食習慣・食行動、地域特性などを反映した取組が必要です。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  項  目 
現況値 

（令和 4 年） 
目標値 

20 歳以上の喫煙率の減少 18.8％ 12.0％  
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やし、職場や飲食店における受動喫煙のない環境づくりを推進しま

す。 

子どもや妊婦に与える受動喫煙の健康影響についての理解を深め、

家庭での受動喫煙防止対策に対する意識の向上を図ります。 

 （（３３））禁禁煙煙支支援援にに係係るる情情報報発発信信  

県は、医療機関や禁煙支援薬局等と連携を図りながら、喫煙者が禁煙を意識する機会が持

てるような情報提供を行い、禁煙を実施するための支援策を講じます。また、禁煙外来のある

医療機関や禁煙支援薬局などの情報提供を行い、禁煙に向けた支援を推進していきます。 

（（４４））喫喫煙煙のの健健康康影影響響にに関関すするる知知識識のの普普及及  

県は、市町村や関係団体等と連携を図りながら、喫煙や受動喫煙の健康影響に関する意識

向上のため普及啓発活動を一層推進します。特に、肺がんなどの呼吸器疾患との関わりに関

する知識については、更なる普及に向けた啓発の強化を行います。 

出典：県民健康・栄養調査 

P30 ≪図表４－１－１≫取組による成果・進捗（県）の本計画のベースライン値（平成 28 年）及び現況値（令

和４年）は、経年比較のため、第２次みやぎ２１健康プラン策定時（平成 22 年調査値を基準）の県民健康・栄養

調査回答者の性別・年齢構成にあわせて補正した値です。 

P31 記載の次期計画「第３次みやぎ２１健康プラン」の目標値は、令和４年県民健康・栄養調査をベースライン

とすることから、補正しないデータを現況値としています。 

 

（２）　その他の生活習慣について

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題
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出典：県民健康・栄養調査 ＊現況値（令和 4 年）は補正値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２  取取組組のの方方向向性性  

第２次みやぎ２１健康プランの後期では、「歩こう！あと１５

分」を最重点に掲げ、歩数増加のための取組を中心に展開してきま

した。特に、スマートみやぎ健民会議と連動し、働き盛り世代への

運動量増加の普及啓発や、歩数増加のイベントに取り組みました。 

 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、歩数増

加や運動習慣者の割合の増加には至りませんでした。 

身体活動・運動 

栄養・食生活 

取 組 
ベースライン値 
（平成 28 年） 

現況値 
（令和 4 年）* 

第 3 期計画 
の目標値 

食塩摂取量の減少 

 

男性 

女性 

11.4g  

9.5g 

10.3g 

9.4g 

9g  

8g 

野菜摂取量の増加 294g 275g 350g 以上 

肥満者の割合の減少 男性 

女性 

33.0％ 

25.4％ 

38.9％ 

30.8％ 

25% 

18% 

生活習慣病のリスクを高める量を

飲酒している者の割合の低

減                 

男性 

女性 

 

 

17.0％ 

8.3％ 

 

 

17.6％ 

10.4％ 

 

 

12％  

6％ 

運動習慣のある者の割合の増加 

20～64 歳代男性 

20～64 歳代女性 

65 歳以上男性 

65 歳以上女性 

 

23.8％ 

20.0％ 

36.0％ 

28.6％ 

 

34.2％ 

23.7％ 

29.1％ 

22.3％ 

 

41％ 

33％ 

60％ 

48％ 

 

《図表 4-1-2》取組による成果・進捗（県） 

（（１１））健健康康的的でで持持続続可可能能なな食食環環境境づづくくりりのの推推進進  

県は、健康な食事へのアクセスや正しい栄養・食生活の情報アク

セスが容易になることで、減塩や野菜摂取増加など食生活の改善を

後押し、自然に健康になれる食環境づくりを展開します。 

推進に当たっては、企業・大学・マスコミなど、食や情報を支え

る関係機関・団体と連携・協働し、多様な主体が参画している「宮

城県食育推進プラン」と連動した宮城らしい「健康な食事」が実践

しやすい、持続可能な食環境づくりを推進します。 

さらに、地域の特性を踏まえて、市町村が実施する食環境づくり

の取組との連動を図ります。 

 

２　取組の方向性

（１）健康的で持続可能な食環境づくりの推進
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身体活動・運動 

（（１１））身身体体活活動動やや歩歩数数増増加加のの機機会会のの増増加加  

保育・教育委機関、職場、地域などにおいて、身体を動かすレク

リエーションやスポーツ、歩数増加などのイベントが実施され、定

着することにより、運動習慣や身体活動量増加の契機となるよう、

県は、スマートみやぎ健民会議をはじめとし、保育・教育機関、職

場、地域などによる取組を促進します。 

（（２２））歩歩ききややすすいい・・歩歩ききたたくくななるるままちちづづくくりり  

歩くことは、健康増進にとどまらず、街を歩くことによって生ま

れる様々な交流がコミュニティ活動や社会参加を促し、フレイル予

防の効果も期待されることから、県は、関連部局や市町村と連携し、

「歩きやすい・歩きたくなる」まちづくりを推進します。 

 

（（３３））効効果果的的なな栄栄養養・・食食生生活活のの実実態態把把握握のの実実施施とと情情報報共共有有にに関関わわるる人人材材育育成成  

県は、市町村や大学等と連携し、定期的に県民の栄養・食生活のモニタリングによる、効果的な

減塩対策や、栄養・食生活の見える化など新たな普及方策を検討し、展開します。 

正しい情報の伝達を図るため、管理栄養士や食生活改善推進員等のボランティアなど、栄養・食

生活に関わる人材育成を県栄養士会ほか関係団体と連携・協力により実施します。 

（（４４））食食をを通通じじたた地地域域・・社社会会ととののつつななががりりのの促促進進  

共食の機会の増加により、食事の質の向上が期待されていることから、県は、その意義について

関係機関との積極的な情報共有を図ります。 

市町村や食生活改善推進員活動などの地域活動に加え、職場や施設等で共食や食の体験の機会

の増加について市町村や関係団体等との連携・協働により推進します。 

 

 

（（２２））栄栄養養・・食食生生活活にに関関すするる正正ししいい情情報報のの共共有有  

県は、バランスのとれた食生活や、食品選択、食事の適量摂取

など適切な食習慣・食行動の定着を促すため、多方面からの食育

活動を推進します。また、食環境づくりの一環として、デジタル

技術の活用やインターネット、SNS、マスメディア等との連携によ

る、栄養・食生活や食品の栄養成分表示の活用など正しい情報に

アクセスしやすい環境づくりを推進します。 

特に、生活習慣病予防のため、野菜、食塩、アルコールなど食

品の選択や栄養成分表示などの健康・栄養情報の活用について普

及啓発を図ります。 

（（３３））PPHHRR のの活活用用促促進進  

県は、健診データ等から、歩数や身体活動量の増加など自身の健康管理に利活用できるよう、

PHR の基盤を構築し、活用を促進します。 

 

出典：県民健康・栄養調査 ＊現況値（令和 4 年）は補正値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２  取取組組のの方方向向性性  

第２次みやぎ２１健康プランの後期では、「歩こう！あと１５

分」を最重点に掲げ、歩数増加のための取組を中心に展開してきま

した。特に、スマートみやぎ健民会議と連動し、働き盛り世代への

運動量増加の普及啓発や、歩数増加のイベントに取り組みました。 

 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、歩数増

加や運動習慣者の割合の増加には至りませんでした。 

身体活動・運動 

栄養・食生活 

取 組 
ベースライン値 
（平成 28 年） 

現況値 
（令和 4 年）* 

第 3 期計画 
の目標値 

食塩摂取量の減少 

 

男性 

女性 

11.4g  

9.5g 

10.3g 

9.4g 

9g  

8g 

野菜摂取量の増加 294g 275g 350g 以上 

肥満者の割合の減少 男性 

女性 

33.0％ 

25.4％ 

38.9％ 

30.8％ 

25% 

18% 

生活習慣病のリスクを高める量を

飲酒している者の割合の低

減                 

男性 

女性 

 

 

17.0％ 

8.3％ 

 

 

17.6％ 

10.4％ 

 

 

12％  

6％ 

運動習慣のある者の割合の増加 

20～64 歳代男性 

20～64 歳代女性 

65 歳以上男性 

65 歳以上女性 

 

23.8％ 

20.0％ 

36.0％ 

28.6％ 

 

34.2％ 

23.7％ 

29.1％ 

22.3％ 

 

41％ 

33％ 

60％ 

48％ 

 

《図表 4-1-2》取組による成果・進捗（県） 

（（１１））健健康康的的でで持持続続可可能能なな食食環環境境づづくくりりのの推推進進  

県は、健康な食事へのアクセスや正しい栄養・食生活の情報アク

セスが容易になることで、減塩や野菜摂取増加など食生活の改善を

後押し、自然に健康になれる食環境づくりを展開します。 

推進に当たっては、企業・大学・マスコミなど、食や情報を支え

る関係機関・団体と連携・協働し、多様な主体が参画している「宮

城県食育推進プラン」と連動した宮城らしい「健康な食事」が実践

しやすい、持続可能な食環境づくりを推進します。 

さらに、地域の特性を踏まえて、市町村が実施する食環境づくり

の取組との連動を図ります。 

 

（３）PHRの活用促進

（２）歩きやすい・歩きたくなるまちづくり

（１）身体活動や歩数増加の機会の増加

（４）食を通じた地域・社会とのつながりの促進

（３）効果的な栄養・食生活の実態把握の実施と情報共有に関わる人材育成

（２）栄養・食生活に関する正しい情報の共有
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各個別計画と連携 

第 3 次みやぎ２１健康プラン 

第第４４期期宮宮城城県県ががんん対対策策推推進進計計画画  

第４期宮城県食育推進プラン 

県は、産学官連携で推進する「スマートみやぎ健民会議」を核として、より実効性を持

った取組を推進していきます。 

 

また、平成 20（2008）年度の特定健診・保健指導開始以来、メタボリックシンドロー

ム該当者・予備群の割合は全国ワースト下位の状況が続いており、今後も生活習慣病の増

加が懸念されることから、特定保健指導の充実や実施率向上など、メタボリックシンドロ

ーム対策とあわせて、がん・生活習慣病予防のための普及啓発を強化していきます。 

 

拠点病院等は、地域へのがん予防に関する普及啓発や相談支援センターによる予防に関

する情報提供体制の整備を推進します。 

 

 

  第３次みやぎ２１健康プランの目標値 数値目標 

取 組 
現況値 

（令和 4 年） 
目標値 

食塩摂取量の減少    男性 

女性 

11.2ｇ 

9.7ｇ 

7.5ｇ未満 

6.5ｇ未満 

野菜摂取量の増加 275ｇ 350ｇ以上 

適正体重（*）を維持している者の増加 56.6％ 66% 

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒してい

る者の割合の低減             男性 

女性 

 

17.6％ 

9.4％ 

 

15％ 

8.5％ 

運動習慣のある者の割合の増加 

20～64 歳代男性 

女性 

65 歳以上男性 

女性 

 

15.5％ 

12.2％ 

24.8％ 

16.8％ 

 

25％ 

25％ 

30％ 

30％ 

 

 

（（４４））身身体体活活動動・・運運動動にに関関すするる情情報報発発信信  

県は、市町村や関係団体等と連携を図りながら、自分の１日の歩数や身体活動量の意識付け

が図られるよう、適切な身体活動量や実践方法等に関する正しい知識の情報共有に取り組み

ます。 

スマートみやぎ健民会議 

出典：県民健康・栄養調査 

* BMI 18.5 以上 25 未満、65 歳以上は BMI 20 を超え 25 未満） 

（４）身体活動・運動に関する情報発信
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コラム⑥ 「スマートみやぎ健民会議とは」 

県では、平成 28（2016）年に、企業、保険者、関係機関・団

体、行政等の参画と協働により、県民の健康と幸せを実現するた

めの県民運動を推進することを目的に「スマートみやぎ健民会

議」を設立しました。 

スマートみやぎ健民会議会員数の推移 
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各個別計画と連携 

第 3 次みやぎ２１健康プラン 

第第４４期期宮宮城城県県ががんん対対策策推推進進計計画画  

第４期宮城県食育推進プラン 

県は、産学官連携で推進する「スマートみやぎ健民会議」を核として、より実効性を持

った取組を推進していきます。 

 

また、平成 20（2008）年度の特定健診・保健指導開始以来、メタボリックシンドロー

ム該当者・予備群の割合は全国ワースト下位の状況が続いており、今後も生活習慣病の増

加が懸念されることから、特定保健指導の充実や実施率向上など、メタボリックシンドロ

ーム対策とあわせて、がん・生活習慣病予防のための普及啓発を強化していきます。 

 

拠点病院等は、地域へのがん予防に関する普及啓発や相談支援センターによる予防に関

する情報提供体制の整備を推進します。 

 

 

  第３次みやぎ２１健康プランの目標値 数値目標 

取 組 
現況値 

（令和 4 年） 
目標値 

食塩摂取量の減少    男性 

女性 

11.2ｇ 

9.7ｇ 

7.5ｇ未満 

6.5ｇ未満 

野菜摂取量の増加 275ｇ 350ｇ以上 

適正体重（*）を維持している者の増加 56.6％ 66% 

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒してい

る者の割合の低減             男性 

女性 

 

17.6％ 

9.4％ 

 

15％ 

8.5％ 

運動習慣のある者の割合の増加 

20～64 歳代男性 

女性 

65 歳以上男性 

女性 

 

15.5％ 

12.2％ 

24.8％ 

16.8％ 

 

25％ 

25％ 

30％ 

30％ 

 

 

（（４４））身身体体活活動動・・運運動動にに関関すするる情情報報発発信信  

県は、市町村や関係団体等と連携を図りながら、自分の１日の歩数や身体活動量の意識付け

が図られるよう、適切な身体活動量や実践方法等に関する正しい知識の情報共有に取り組み

ます。 

スマートみやぎ健民会議 

出典：県民健康・栄養調査 

* BMI 18.5 以上 25 未満、65 歳以上は BMI 20 を超え 25 未満） 

column ⑥　「スマートみやぎ健民会議とは」
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（３） 感染症対策について

11  現現状状とと課課題題  

子宮頸がんの発がんと関連するヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）、肝がんと関連する肝

炎ウイルス、成人Ｔ細胞白血病（ＡＴＬ）と関連するヒトＴ細胞白血病ウイルス 1 型（Ｈ

ＴＬＶ-1）、胃がんと関連するヘリコバクター・ピロリなど、ウイルスや細菌への感染は、

がんの原因として、男性では喫煙に次いで 2 番目、女性では最もリスクが高い因子とされ

ています。 

 

子宮頸がんの年齢調整罹患率は上昇傾向にあり、その予防には主要な発生原因であるＨ

ＰＶ感染への対策が必要です。ＨＰＶワクチンについて、国は、積極的な勧奨を差し控え

ることとした取扱いを終了し、予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）に基づく個別の接種

勧奨を令和４（2022）年４月から行っています。 

○ ウイルスや細菌への感染は、男女ともがんの原因として、リスク 

が高い因子とされている 

〇 ＨＰＶワクチンの接種の促進及びキャッチアップ接種の対象者に対する適切な情

報提供に基づく正しい理解の促進 

〇 肝炎ウイルス検査体制の充実及びウイルス陽性者の受診勧奨、普及啓発 

〇 ピロリ菌感染と胃がん発生との関係、除菌治療による胃がん発生 

予防効果などに関する適切な情報提供 

《図表 4-1-3》日本における要因別がん罹患の PAF（人口寄与割合）（2015） 

出典：国立がん研究センターがん対策研究所「予防関連プロジェクト 日本人におけるがんの原因の寄与度推計

（JAPAN PAF プロジェクト）」 https://epi.ncc.go.jp/paf/index.html 
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（３）　感染症対策について

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題
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出典：厚生労働省 HPV ワクチンに関する情報提供資材 

（HPV ワクチンに関するリーフレット（令和５(2023)年）） 

２２  取取組組のの方方向向性性  

市町村では、ＨＰＶワクチンの定期接種対象者 (小学 6 年から高校 1 年生の女子)とキ

ャッチアップ接種対象者に対して個別接種の勧奨を実施しています。県は市町村ととも

に、ＨＰＶワクチン予防接種について、接種対象者だけではなく、その保護者を含む県民

に対して広く適切な情報を提供し、正しい理解の促進に努めるとともに、ワクチン接種及

び定期的な検診受診を呼びかけていきます。 

 

県は、肝炎ウイルスについては、肝炎ウイルス検査体制の充実やウイルス陽性者の受診

勧奨、普及啓発を通じて、肝炎の早期発見・早期治療につなげることにより、肝がんの発

症予防に努めます。また、Ｂ型肝炎については、市町村において予防接種を着実に推進し

ます。 

 

県は、ヒトＴ細胞白血病ウイルス 1 型（ＨＴＬＶ-1）については啓発等により感染予防

対策等に引き続き取り組みます。 

 

県や市町村、検診実施機関や拠点病院等は、ピロリ菌感染が胃がんのリスクとなること、

除菌治療には一定の胃がん予防効果が期待されるものの限界があるため、除菌治療後も継

続して胃がん検診の受診が必要となることなどの情報提供や啓発活動を行います。 

さらに接種を逃した方に対して、令和４(2022)年度から令和６(2024)年度まで従来の定

期接種の対象を超えて接種を行う『キャッチアップ接種』を実施しています。 

 

胃がんの年齢調整死亡率は、ピロリ菌の感染者の減少等の影響もあり、減少しているも

のの、依然として、がんによる死亡原因の上位となっており、引き続き対策が必要です。

健康で無症状な集団に対する、ピロリ菌の除菌による胃がん発症の予防効果について十分

な科学的根拠は示されていないものの、ピロリ菌の感染が胃がんのリスクであることは、

科学的に証明されています。 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３） 感染症対策について

11  現現状状とと課課題題  

子宮頸がんの発がんと関連するヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）、肝がんと関連する肝

炎ウイルス、成人Ｔ細胞白血病（ＡＴＬ）と関連するヒトＴ細胞白血病ウイルス 1 型（Ｈ

ＴＬＶ-1）、胃がんと関連するヘリコバクター・ピロリなど、ウイルスや細菌への感染は、

がんの原因として、男性では喫煙に次いで 2 番目、女性では最もリスクが高い因子とされ

ています。 

 

子宮頸がんの年齢調整罹患率は上昇傾向にあり、その予防には主要な発生原因であるＨ

ＰＶ感染への対策が必要です。ＨＰＶワクチンについて、国は、積極的な勧奨を差し控え

ることとした取扱いを終了し、予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）に基づく個別の接種

勧奨を令和４（2022）年４月から行っています。 

○ ウイルスや細菌への感染は、男女ともがんの原因として、リスク 

が高い因子とされている 

〇 ＨＰＶワクチンの接種の促進及びキャッチアップ接種の対象者に対する適切な情

報提供に基づく正しい理解の促進 

〇 肝炎ウイルス検査体制の充実及びウイルス陽性者の受診勧奨、普及啓発 

〇 ピロリ菌感染と胃がん発生との関係、除菌治療による胃がん発生 

予防効果などに関する適切な情報提供 

《図表 4-1-3》日本における要因別がん罹患の PAF（人口寄与割合）（2015） 

出典：国立がん研究センターがん対策研究所「予防関連プロジェクト 日本人におけるがんの原因の寄与度推計

（JAPAN PAF プロジェクト）」 https://epi.ncc.go.jp/paf/index.html 
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２　取組の方向性
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（１） 受診率向上対策について

11  現現状状とと課課題題  

第３期県計画では、がん検診受診率を 70％以上にすることを

目標とし、県では、がん検診の受診率向上に向け、企業と連携

した啓発事業（民間会社等 19 者と協定締結）やがん征圧月間

運動、ピンクリボン運動などのがん検診啓発事業、市町村振興

総合補助金による個別受診勧奨等への支援などを実施しまし

た。令和 2（2020）年度以降は、新型コロナウイルス感染症の

流行により活動が制限されましたが、ＷＥＢ配信や啓発資材の

配布等、非接触型の啓発活動を実施しました。 

 

宮城県のがん検診受診率は全国的に見ても高く、令和４

（2022）年度は全てのがん検診において、国の第３期基本計画

の目標値 50％を超えているものの、新型コロナウイルス感染症

の影響もあり、大腸がん検診、子宮頸がん検診を除く３つのが

ん検診においてベースライン値を下回りました。また、県の目

標値の 70％を達成したのは、肺がん検診のみとなりました。 

 

２ がんの早期発見、がん検診（２次予防）

○ がん検診等の受診控えも考えられ、職場検診も含め、がんの早期発見 

の重要性の啓発や検診の受診勧奨等継続的な取組が必要 

〇 宮城県生活習慣病検診管理指導協議会における市町村への助言の充実 

○ 受診機会の拡充や利便性の向上、未検者対策を含む受診体制整備の支援、検診の

意義や必要性の普及啓発の実施（学校でのがん教育も含む） 

○ 科学的根拠に基づく市町村のがん検診の実施と個別受診勧奨、再勧奨の実施促進 

  

○ 職場におけるがん検診の受診促進に係る取組 

がん検診は、第２章第４節で述べたとおり、市町村の検診、職域の検診及び人間ドック等

任意のものがあり、市町村以外のがん検診の実施状況は完全には把握できていないため、無

作為抽出により行う県民健康・栄養調査で全体の受診率を把握しています。 

２　がんの早期発見、がん検診（２次予防）

（１）　受診率向上対策について

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題
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た。令和 2（2020）年度以降は、新型コロナウイルス感染症の

流行により活動が制限されましたが、ＷＥＢ配信や啓発資材の

配布等、非接触型の啓発活動を実施しました。 

 

宮城県のがん検診受診率は全国的に見ても高く、令和４

（2022）年度は全てのがん検診において、国の第３期基本計画

の目標値 50％を超えているものの、新型コロナウイルス感染症

の影響もあり、大腸がん検診、子宮頸がん検診を除く３つのが

ん検診においてベースライン値を下回りました。また、県の目

標値の 70％を達成したのは、肺がん検診のみとなりました。 

 

２ がんの早期発見、がん検診（２次予防）

○ がん検診等の受診控えも考えられ、職場検診も含め、がんの早期発見 

の重要性の啓発や検診の受診勧奨等継続的な取組が必要 

〇 宮城県生活習慣病検診管理指導協議会における市町村への助言の充実 

○ 受診機会の拡充や利便性の向上、未検者対策を含む受診体制整備の支援、検診の

意義や必要性の普及啓発の実施（学校でのがん教育も含む） 

○ 科学的根拠に基づく市町村のがん検診の実施と個別受診勧奨、再勧奨の実施促進 

  

○ 職場におけるがん検診の受診促進に係る取組 

がん検診は、第２章第４節で述べたとおり、市町村の検診、職域の検診及び人間ドック等

任意のものがあり、市町村以外のがん検診の実施状況は完全には把握できていないため、無

作為抽出により行う県民健康・栄養調査で全体の受診率を把握しています。 
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出典：県民健康・栄養調査 ＊現況値（令和 4 年）は補正値 

２２  取取組組のの方方向向性性  

第４期県計画においても、国の目標値である 60%より高い、70%以上のがん検診受診 

率を目標とします。 

 

市町村及び検診実施機関、事業主は、受診者に分かりやすくがん検診について説明する

など、受診者が、がん検診の意義及び必要性を適切に理解できるように努めます。また、

受診勧奨や再勧奨を行い、受診率向上に努めます。 

 

県は、受診率の向上に向けて、市町村及び検診実施機関や医師会等の関係機関と連携す

るとともに、「ナッジ理論」に基づいた受診勧奨や市町村の好事例等を紹介した「受診率

向上施策ハンドブック（第３版）」を活用し、より効率的な施策を推進していきます。 

 

加えて、国庫補助事業である「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」や県

の補助事業である市町村振興総合補助金により、市町村が行う個別の受診勧奨・再勧奨を

支援するとともに、職域で受診機会のない者に対する受診体制の整備や受診者の立場に立

った利便性の向上など、がん検診を受診しやすい環境づくりに努めます。 

 

また、がん教育事業や協定企業と連携して実施する啓発活動により、がんに関する正し

い知識を普及させ、がん予防への意識向上を図ります。がん検診受診率 70％を目指すた

めには、職域におけるがん検診の受診率向上が重要となります。働く世代のがん罹患が多

いにも関わらず、就職後のがん教育の機会が少ないことや、若年期女性の子宮頸がんの罹

患数が増加している一方で検診の受診率が低いことから、働く人と若年女性への普及啓発

を強化します。 

 

 

 

 

検診種類 
受診率算定対象

年齢 
ベースライン値 

（平成 28 年） 

現況値 

（令和 4 年）* 

第３期計画の 
目標値 

胃がん 40-69歳 61.2％ 55.7％ 

70%以上 

肺がん 40-69歳 74.1％ 71.9％ 

大腸がん 40-69歳 59.9％ 59.9％ 

子宮頸がん 20-69歳 51.5％ 53.8％ 

乳がん 40-69歳 59.6％ 59.2％ 

 

 

《図表 4-1-4》取組による成果・進捗（県） 

 

 
受診率算定 
対象年齢 

現況値 
（令和 4 年） 

目標値 

胃がん 40-69歳 55.3％ 

70%以上 

肺がん 40-69歳 72.2％ 

大腸がん 40-69歳 59.8％ 

子宮頸がん 20-69歳 54.3％ 

乳がん 40-69歳 58.7％ 

 

【【ナナッッジジ理理論論】】  

行動経済学により提唱された「人間の行動を強制的にではなく、自然と促す方法」を生み出すための理論のこと

で、ナッジとは「そっと後押しする」という意味の英語です。 

  がん検診受診率の目標値 数値目標 

出典：県民健康・栄養調査 
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（１） 受診率向上対策について

11  現現状状とと課課題題  
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総合補助金による個別受診勧奨等への支援などを実施しまし

た。令和 2（2020）年度以降は、新型コロナウイルス感染症の

流行により活動が制限されましたが、ＷＥＢ配信や啓発資材の

配布等、非接触型の啓発活動を実施しました。 

 

宮城県のがん検診受診率は全国的に見ても高く、令和４

（2022）年度は全てのがん検診において、国の第３期基本計画

の目標値 50％を超えているものの、新型コロナウイルス感染症

の影響もあり、大腸がん検診、子宮頸がん検診を除く３つのが

ん検診においてベースライン値を下回りました。また、県の目

標値の 70％を達成したのは、肺がん検診のみとなりました。 

 

２ がんの早期発見、がん検診（２次予防）

○ がん検診等の受診控えも考えられ、職場検診も含め、がんの早期発見 

の重要性の啓発や検診の受診勧奨等継続的な取組が必要 

〇 宮城県生活習慣病検診管理指導協議会における市町村への助言の充実 

○ 受診機会の拡充や利便性の向上、未検者対策を含む受診体制整備の支援、検診の

意義や必要性の普及啓発の実施（学校でのがん教育も含む） 

○ 科学的根拠に基づく市町村のがん検診の実施と個別受診勧奨、再勧奨の実施促進 

  

○ 職場におけるがん検診の受診促進に係る取組 

がん検診は、第２章第４節で述べたとおり、市町村の検診、職域の検診及び人間ドック等

任意のものがあり、市町村以外のがん検診の実施状況は完全には把握できていないため、無

作為抽出により行う県民健康・栄養調査で全体の受診率を把握しています。 

２　取組の方向性

写真提供：宮城県対がん協会 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

（１） 受診率向上対策について

11  現現状状とと課課題題  

第３期県計画では、がん検診受診率を 70％以上にすることを

目標とし、県では、がん検診の受診率向上に向け、企業と連携

した啓発事業（民間会社等 19 者と協定締結）やがん征圧月間

運動、ピンクリボン運動などのがん検診啓発事業、市町村振興

総合補助金による個別受診勧奨等への支援などを実施しまし

た。令和 2（2020）年度以降は、新型コロナウイルス感染症の

流行により活動が制限されましたが、ＷＥＢ配信や啓発資材の

配布等、非接触型の啓発活動を実施しました。 

 

宮城県のがん検診受診率は全国的に見ても高く、令和４

（2022）年度は全てのがん検診において、国の第３期基本計画

の目標値 50％を超えているものの、新型コロナウイルス感染症

の影響もあり、大腸がん検診、子宮頸がん検診を除く３つのが

ん検診においてベースライン値を下回りました。また、県の目

標値の 70％を達成したのは、肺がん検診のみとなりました。 

 

２ がんの早期発見、がん検診（２次予防）

○ がん検診等の受診控えも考えられ、職場検診も含め、がんの早期発見 

の重要性の啓発や検診の受診勧奨等継続的な取組が必要 

〇 宮城県生活習慣病検診管理指導協議会における市町村への助言の充実 

○ 受診機会の拡充や利便性の向上、未検者対策を含む受診体制整備の支援、検診の

意義や必要性の普及啓発の実施（学校でのがん教育も含む） 

○ 科学的根拠に基づく市町村のがん検診の実施と個別受診勧奨、再勧奨の実施促進 

  

○ 職場におけるがん検診の受診促進に係る取組 

がん検診は、第２章第４節で述べたとおり、市町村の検診、職域の検診及び人間ドック等

任意のものがあり、市町村以外のがん検診の実施状況は完全には把握できていないため、無

作為抽出により行う県民健康・栄養調査で全体の受診率を把握しています。 
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写真提供：宮城県対がん協会 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（２） がん検診の精度管理等について

11  現現状状とと課課題題  

がんの早期発見・早期治療につなげ、がんによる死亡率

を減少させるためには、がん検診における適切な検査方法

の実施も含めた徹底した精度管理が必要です。 

 

県では、市町村が実施するがん検診について、宮城県生

活習慣病検診管理指導協議会において評価を行い、その結

果を市町村及び検診実施機関に通知するとともに、県のホ

ームページにおいて内容を公表し、県民への情報提供を行

っています。 

 

また、がん検診の事業評価として、各種精度管理調査を

行っています。検診の技術・体制を評価するための「がん

検診事業評価のためのチェックリスト調査」の調査結果で

は、令和 4（2022）年度において、Ａ（基準をすべて満た

している）及びＢ（基準の一部を満たしていない）評価で

あった市町村の割合は表 4-1-5 のとおりとなっていま

す。 

 

○ がん検診等の受診控えも考えられ、職場検診も含め、がんの早期発見 

の重要性の啓発や検診の個別受診勧奨・再勧奨等継続的な取組が必要 

〇 市町村における検診実施体制の調査分析（県、市町村及び検診実施機関のチェッ

クリストによる検診体制評価） 

〇 宮城県生活習慣病検診管理指導協議会における市町村への助言の充実 

〇 職域におけるがん検診に関するマニュアルの普及と対策型に準じた職域 

におけるがん検診の精度管理の実現に向けた啓発 

また、精密検査受診率については、全てのがん検診において全国的に見ても高く、およ

そ 84％から 98％となっています。 

 

なお、全国がん登録が開始され、がん登録情報を利用したがん検診の精度管理を行うこ

とが可能になりました。 

（２）　がん検診の精度管理等について

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題
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出典：令和３年度地域保健・健康増進事業報告 

 

２２  取取組組のの方方向向性性  

県は、引き続き、市町村や検診実施機関、医師会と連携しながら「宮城県生活習慣病検診

管理指導協議会」において、がん検診に係る事業評価を実施し、市町村や検診実施機関に向

けて検診体制の改善に向けた指導・助言と県民への情報提供を行います。 

 

また、生活習慣病検診従事者指導講習会を開催し、検診従事者の資質の向上に努めるとと

もに、市町村担当者向け研修会の実施等により、精度管理への理解促進と精度管理調査の質

の向上に努めます。 

 

県及び市町村は、精密検査受診の意義に関する普及啓発及び検査方法に関する正しい知

識についての情報提供と、市町村や検診実施機関における「精密検査を受けられる医療機関

リスト」の提供の徹底等、精密検査を受診しやすい環境整備を推進するとともに、精密検査

未受診者に対する個別受診勧奨・再勧奨を強化し、精密検査受診率の向上を図ります。また、

がん登録情報を利用したがん検診の精度管理が可能になったことを踏まえ、市町村に有用

性を伝えながら、希望する市町村の支援等に取り組んで参ります。 

 

県は、保険者や事業主に対して、国の作成した｢職域におけるがん検診に関するマニュア

ル｣の活用を促し、生活習慣病検診管理指導協議会等と連携して職域におけるがん検診の質

の向上に努めます。また、産業保健総合支援センター等を通じ、産業医や事業場の産業保健

スタッフに対する啓発の充実を図ります。 

 

 胃がん 肺がん 大腸がん 子宮頸がん 乳がん 

割合 93.6％ 83.9％ 84.5％ 96.2％ 97.5％ 

 

《図表 4-1-6》市町村検診の精密検査受診率 （県） 

 
現況値 

（令和 3 年） 
目標値 国の目標値 

胃がん 93.6％ 

95%以上 90％以上 

肺がん 83.9％ 

大腸がん 84.5％ 

子宮頸がん 96.2％ 

乳がん 97.5％ 

 

《図表 4-1-5》がん検診事業評価のためのチェックリスト調査結果（県） 

 

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」 

   市区町村におけるがん検診チェックリストの使用に関する実態調査（2022 年度） 

 

集団 個別 集団 個別 集団 個別 集団 個別 集団 個別

Ａ 10 1 1 1 3 1 5 7 9 2

Ｂ 24 1 29 1 25 3 14 18 16 11

評 価
胃がん 肺がん 大腸がん 子宮頚がん 乳がん

  精密検査受診率の目標値 数値目標 

出典：地域保健・健康増進事業報告 

 

写真提供：宮城県対がん協会 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（２） がん検診の精度管理等について

11  現現状状とと課課題題  

がんの早期発見・早期治療につなげ、がんによる死亡率

を減少させるためには、がん検診における適切な検査方法

の実施も含めた徹底した精度管理が必要です。 

 

県では、市町村が実施するがん検診について、宮城県生

活習慣病検診管理指導協議会において評価を行い、その結

果を市町村及び検診実施機関に通知するとともに、県のホ

ームページにおいて内容を公表し、県民への情報提供を行

っています。 

 

また、がん検診の事業評価として、各種精度管理調査を

行っています。検診の技術・体制を評価するための「がん

検診事業評価のためのチェックリスト調査」の調査結果で

は、令和 4（2022）年度において、Ａ（基準をすべて満た

している）及びＢ（基準の一部を満たしていない）評価で

あった市町村の割合は表 4-1-5 のとおりとなっていま

す。 

 

○ がん検診等の受診控えも考えられ、職場検診も含め、がんの早期発見 

の重要性の啓発や検診の個別受診勧奨・再勧奨等継続的な取組が必要 

〇 市町村における検診実施体制の調査分析（県、市町村及び検診実施機関のチェッ

クリストによる検診体制評価） 

〇 宮城県生活習慣病検診管理指導協議会における市町村への助言の充実 

〇 職域におけるがん検診に関するマニュアルの普及と対策型に準じた職域 

におけるがん検診の精度管理の実現に向けた啓発 

また、精密検査受診率については、全てのがん検診において全国的に見ても高く、およ

そ 84％から 98％となっています。 

 

なお、全国がん登録が開始され、がん登録情報を利用したがん検診の精度管理を行うこ

とが可能になりました。 

２　取組の方向性
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出典：令和４年度市区町村におけるがん検診の実施状況調査 

 

（３） 科学的根拠に基づくがん検診について

11  現現状状とと課課題題  

がん検診は、一定の集団を対象として、がんに罹患している疑いのある者や、がんに罹

患している者を早期に発見し、必要かつ適切な診療につなげることにより、がんの死亡率

の減少を目指すものです。 

 

このため、対象全体の死亡率を下げる効果が科学的に証明されているものとして国が推

奨する「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に従い、がん検診を実施

することが必要です。 

 

令和４（2022）年度市区町村におけるがん検診の実施状況調査によると、宮城県におい

て指針に基づかない検診部位の検診を実施している市町村は 34 市町村あり、ほとんどの

市町村が、指針に基づかない前立腺がん検診を実施しています。 

 

 また、職域におけるがん検診については、法的根拠がなく、保険者や事業者が福利厚生

の一環として任意で実施しているものであるため、国では「職域におけるがん検診に関す

るマニュアル」を定め、職域においても前立腺がんなどの科学的根拠に基づかないがん検

診を実施しないよう求めています。 

○ 市町村や職場の一部では、指針外の検診が実施されている 

〇 宮城県生活習慣病検診管理指導協議会による市町村への指導の充実 

〇 市町村における検診体制の調査分析（県、市町村及び検診実施機関のチェック 

リストによる検診体制評価） 

 

指針に基づかない 

検診部位の検診を  

実施した市町村数 

実施した指針に基づかない検診部位の検診の内容 

前立腺がん検診 

（PSA 検査） 

子宮体がん検診 

（細胞診） 
エコーによる検診 
（肝臓、卵巣、甲状腺） 

その他の 

何らかの検診 

34（97.1％） 34（97.1％） 4（11.4％） 1（2.9％） 0（0％） 

 

《図表 4-1-7》指針に基づかない検診部位の検診を実施した市町村数（割合）（県） 

（３）　科学的根拠に基づくがん検診について

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題
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２２  取取組組のの方方向向性性  

県は、指針に基づかないがん検診の利益・不

利益に関して市町村担当者の理解を促し、市町

村が「がん予防重点健康教育及びがん検診実施

のための指針」に基づくがん検診を実施できる

よう、国の動向も踏まえて、宮城県生活習慣病

検診管理指導協議会において引き続き指導・助

言を行います。 

 

また、職域のがん検診については、その実態

の把握に努めるとともに、科学的根拠に基づい

たがん検診を効果的に実施するよう、「職域に

おけるがん検診に関するマニュアル」の周知を

行います。 

 

宮城県生活習慣病検診管理指導協議会（大腸がん

部会）の様子 

 

出典：厚生労働省 がん検診の精度管理について 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度市区町村におけるがん検診の実施状況調査 

 

（３） 科学的根拠に基づくがん検診について

11  現現状状とと課課題題  

がん検診は、一定の集団を対象として、がんに罹患している疑いのある者や、がんに罹

患している者を早期に発見し、必要かつ適切な診療につなげることにより、がんの死亡率

の減少を目指すものです。 

 

このため、対象全体の死亡率を下げる効果が科学的に証明されているものとして国が推

奨する「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に従い、がん検診を実施

することが必要です。 

 

令和４（2022）年度市区町村におけるがん検診の実施状況調査によると、宮城県におい

て指針に基づかない検診部位の検診を実施している市町村は 34 市町村あり、ほとんどの

市町村が、指針に基づかない前立腺がん検診を実施しています。 

 

 また、職域におけるがん検診については、法的根拠がなく、保険者や事業者が福利厚生

の一環として任意で実施しているものであるため、国では「職域におけるがん検診に関す

るマニュアル」を定め、職域においても前立腺がんなどの科学的根拠に基づかないがん検

診を実施しないよう求めています。 

○ 市町村や職場の一部では、指針外の検診が実施されている 

〇 宮城県生活習慣病検診管理指導協議会による市町村への指導の充実 

〇 市町村における検診体制の調査分析（県、市町村及び検診実施機関のチェック 

リストによる検診体制評価） 

 

指針に基づかない 

検診部位の検診を  

実施した市町村数 

実施した指針に基づかない検診部位の検診の内容 

前立腺がん検診 

（PSA 検査） 

子宮体がん検診 

（細胞診） 
エコーによる検診 
（肝臓、卵巣、甲状腺） 

その他の 

何らかの検診 

34（97.1％） 34（97.1％） 4（11.4％） 1（2.9％） 0（0％） 

 

《図表 4-1-7》指針に基づかない検診部位の検診を実施した市町村数（割合）（県） 

２　取組の方向性
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第４章 分野別施策

第２節 患者本位で持続可能ながん医療の提供

（１） 医療提供体制の均てん化・集約化について

11  現現状状とと課課題題  

がん医療提供体制については、拠点病院等を中心に、標準的な手術療法、放射線療法、薬物

療法、病理診断、緩和ケア等の提供、がん相談支援センターの整備、院内がん登録及び多職種

によるカンファレンスの実施等を推進し、医療の質の向上や均てん化に向けた取組が進められ

てきました。 

 

しかし、がん医療の高度化や少子高齢化・人口減少という今後の人口動態の変化を踏まえ、

拠点病院等の役割分担を図る必要がある治療等については、患者の適切ながん医療へのアクセ

スを確保した上で、一定の集約化が求められています。 

 

さらに、適切な病理診断を速やかに提供するため、病理診断医の養成や病理関連業務を担う

医療従事者の確保に向けた取組が行われ、全ての拠点病院等に、病理診断に携わる専門的な知

識及び技能を有する常勤の医師が配置されました。しかし、依然として、病理診断医等の不足

が指摘されています。 

 

１ がん医療提供体制等

○ 拠点病院等の役割分担を図る必要がある治療等について、一定の集約化が必要 

○ 県内のがん診療を行う一般の病院と拠点病院等の連携体制の構築が必要 

○ 二次医療圏全てに拠点病院等が設置され、圏域内のがん医療の中核を担っている 

〇 がん診療を行う一般の病院において、拠点病院に準ずる質の高い 

標準治療を実施する体制の整備及びがん患者への総合的ながん医療 

の提供の推進 

〇 高い技術を必要とするがん医療の集約化 

〇 宮城県がん診療連携協議会を中心とした、がん診療を行う一般の病院の参画を含

めた役割分担の明確化・連携体制の整備等の取組推進 

 

○ 仙台医療圏では、がん診療を行う一般の病院で診療を受ける割合が多い 

１　がん医療提供体制等

（１）　医療提供体制の均てん化・集約化について

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題

第２節　患者本位で持続可能ながん医療の提供

分野別施策第４章
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が指摘されています。 
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病院名 患者数割合（*1） 指定区分（令和元（2019）年 12 月末時点） 

❶東北大学病院 8.7％ 都道府県がん診療連携拠点病院 

❷大崎市民病院 8.6％ 地域がん診療連携拠点病院 

❸石巻赤十字病院 8.6％ 地域がん診療連携拠点病院 

❹仙台厚生病院 6.9％  

❺仙台医療センター 6.7％ 地域がん診療連携拠点病院 

❻宮城県立がんセンター 5.8％ 都道府県がん診療連携拠点病院 

❼仙台市立病院 5.2％  

❽仙台オープン病院 5.1％  

❾東北労災病院 4.9％ 地域がん診療連携拠点病院 

❿東北医科薬科大学病院 4.5％ （*2） 

また、県内では、がん診療を行う一般の病院における受診（診断）の割合が県全体では 5 割

を超え、特に仙台圏域では 6 割を超えており、県内のがん診療を行う一般の病院と拠点病院

等の連携体制の構築が必要です。 

 

気仙沼市

南三陸町
登米市

石巻市

女川町

東松島市

栗原市

大崎市

加美町

色麻町

涌谷町美里町

大衡村

大郷町

松島町

利府町

塩竈市
七ヶ浜町

多賀城市

大和町

富谷市

仙台市

名取市

岩沼市

亘理町

山元町

川崎町

村田町

蔵王町

七ヶ宿町 白石市 角田市

柴田町

大河原町

丸森町

大崎・栗原医療圏

石巻・登米・気仙沼医療圏

仙台医療圏

仙南医療圏

《図表 4-2-1》平成 28（2016）年～令和元（2019）年にがんと診断された患者の病院別割合 

（上位 10 病院） 

*1 平成 28（2016）年～令和元（2019）年内にがんと診断された県内の総患者数のうち、当該病院 
で診断された患者数の割合 

*2 東北医科薬科大学病院は、令和元（2019）年 12 月末時点では指定を受けていませんでしたが、 
令和 3（2021）年 4 月 1 日から地域がん診療連携拠点病院に指定されています。 

 

❶ ❿ ❾ 

❷ 

❸ 

❹ ❺ 

❻ 
❼ 

❽ 

出典：宮城県立がんセンター宮城県がん登録室集計 
※ 上皮内がんを含む 死亡者情報票のみで登録された症例（Death Certificate Only: DCO）を除く。 
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２ 取組の方向性 

県は、がん医療が高度化する中で、引き続き質の高いがん医療を提供するため、地域の

実情に応じ、均てん化を推進するとともに、持続可能ながん医療の提供に向け、拠点病院

等の役割分担を踏まえた集約化を推進します。 

 

拠点病院等は、がん診療連携拠点病院の整備指針に基づき、宮城県がん診療連携協議会

を中心とした医療機関間の役割分担の明確化・連携体制の整備等に取り組みます。 

 

拠点病院等は、より安全で迅速な質の高い病理診断や細胞診断を提供するため、関係団

体や学会等と協力し、病理コンサルテーション等、正確かつ適正な病理診断を提供する体

制の強化を推進します。 

 

県は、宮城県がん診療連携協議会と連携しながら、がん診療を行う一般の病院のうち、

一定の要件を満たす病院を県が指定する制度を設けることなども含めて、それらの病院が

宮城県がん診療連携協議会へ参加し、情報共有しながら、がん医療の質を高めあう仕組み

を検討し、県全体での医療提供体制の構築に努め、がん患者への総合的ながん医療の提供

を進めていきます。 

 

コラム⑦ 「宮城県がん診療連携協議会とは」 

宮城県がん診療連携協議会は、県内におけるがん診療連携の円滑な実施を図るととも

に、質の高いがん医療の提供体制を確立することを目的として、厚生労働省の「がん診療

連携拠点病院」の指定を受けた県内病院により組織された協議会です。 

宮城県がん診療連携協議会では、次の事業を行い、事務局は都道府県がん診療連携拠点

病院が担っています。  

 

1 会議の開催 

 2 県内におけるがん医療情報の収集 

 3 診療支援医師の派遣、研修計画の調整等 

 4 その他本会の目的達成に必要な事業 

 

また、がん診療連携協議会には、8 つの部会・1 つの委員会が設置されています。 

                    

 

 

 

 

 

 
 

協議会の活動については、県ホームページ（下記参照）で公開しています。 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kensui/teikyoutaisei.html 

【部会】 ・化学療法部会 

     ・放射線治療部会 

     ・緩和ケア部会 

     ・患者相談部会 

                            

【委員会】 がん診療提供体制検討委員会                    

・がん登録部会 

・地域医療連携部会 

・口腔ケア部会 

・看護部会                                  

２　取組の方向性

column ⑦　「宮城県がん診療連携協議会とは」
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（２） がんゲノム医療について

11  現現状状とと課課題題  

近年、個人のゲノム情報に基づき、

個人ごとの違いを考慮したゲノム医

療への期待が高まっており、国内外

において様々な取組が行われていま

す。 

 

県内では、がんゲノム医療の拠点

となるがんゲノム医療中核拠点病院

は、平成 30（2018）年に東北大学病

院が指定されており、また、がんゲ

ノム医療中核拠点病院と連携して治 

 

○ がん遺伝子パネル検査の実施検査数に二次医療圏間格差があり、 

その結果を踏まえた治療が行える体制の拡充が必要 

○ がんゲノム医療中核拠点病院等を中心としたがんゲノム医療の 

提供体制の整備、がんゲノム医療に関する県民の理解を促進する 

ための教育や普及啓発の推進 

療にあたるがんゲノム医療連携病院に、県立がんセンターが指定されています。 

また、令和 5（2023）年 12 月 1 日に東北医科薬科大学病院及び石巻赤十字病院が新

たにがんゲノム医療連携病院に指定されています。 

 

がんゲノム医療をより一層推進する観点から、がんゲノム医療中核拠点病院等を中

心として、誰もが平等に受けられるような医療提供体制の整備等を引き続き推進し、

必要ながん患者が、適切なタイミングでがん遺伝子パネル検査等及びその結果を踏ま

えた治療を受けられることが求められています。 

 

しかしながら、これまで二次医療圏間でがん遺伝子パネル検査の実施検査数に格差

が認められます。また、がんゲノム医療に関する医療従事者への教育が不十分である

ことが指摘されています。さらに、県内でがん遺伝子パネル検査実施可能な施設が少

なく、がんゲノム医療連携病院の拡充が必要で、検査実施可能な病院と未実施の病院

との円滑な連携による集約化が求められています。 

 

また、令和 5（2023）年 6 月に、「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受

けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」（以下、ゲノ

ム医療法という）が制定され、ゲノム情報の取扱いについて，患者やその家族が安心

できる環境を整備していくことも求められています。 

国立がんセンターがんゲノム情報管理センターＨＰ 

https://for-patients.c-cat.ncc.go.jp/hospital_list/ 
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まっており、国内外において様々な取組が行

われています。

　県内では、がんゲノム医療の拠点となる

がんゲノム医療中核拠点病院は、平成 30

（2018）年に東北大学病院が指定されており、

また、がんゲノム医療中核拠点病院と連携し

て治療にあたるがんゲノム医療連携病院に、

県立がんセンターが指定されています。

また、令和 5（2023）年 12 月 1 日に東北医科薬科大学病院及び石巻赤十字病院が新たにが

んゲノム医療連携病院に指定されています。
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て、誰もが平等に受けられるような医療提供体制の整備等を引き続き推進し、必要ながん患

者が、適切なタイミングでがん遺伝子パネル検査等及びその結果を踏まえた治療を受けられ

ることが求められています。

　しかしながら、これまで二次医療圏間でがん遺伝子パネル検査の実施検査数に格差が認め

られます。また、がんゲノム医療に関する医療従事者への教育が不十分であることが指摘さ

れています。さらに、県内でがん遺伝子パネル検査実施可能な施設が少なく、がんゲノム医

療連携病院の拡充が必要で、検査実施可能な病院と未実施の病院との円滑な連携による集約

化が求められています。

　また、令和 5（2023）年 6 月に、「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられる

ようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」（以下、ゲノム医療法という）

が制定され、ゲノム情報の取扱いについて，患者やその家族が安心できる環境を整備してい

くことも求められています。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（２） がんゲノム医療について

11  現現状状とと課課題題  

近年、個人のゲノム情報に基づき、

個人ごとの違いを考慮したゲノム医

療への期待が高まっており、国内外

において様々な取組が行われていま

す。 

 

県内では、がんゲノム医療の拠点

となるがんゲノム医療中核拠点病院

は、平成 30（2018）年に東北大学病

院が指定されており、また、がんゲ

ノム医療中核拠点病院と連携して治 

 

○ がん遺伝子パネル検査の実施検査数に二次医療圏間格差があり、 

その結果を踏まえた治療が行える体制の拡充が必要 

○ がんゲノム医療中核拠点病院等を中心としたがんゲノム医療の 

提供体制の整備、がんゲノム医療に関する県民の理解を促進する 

ための教育や普及啓発の推進 

療にあたるがんゲノム医療連携病院に、県立がんセンターが指定されています。 

また、令和 5（2023）年 12 月 1 日に東北医科薬科大学病院及び石巻赤十字病院が新

たにがんゲノム医療連携病院に指定されています。 

 

がんゲノム医療をより一層推進する観点から、がんゲノム医療中核拠点病院等を中

心として、誰もが平等に受けられるような医療提供体制の整備等を引き続き推進し、

必要ながん患者が、適切なタイミングでがん遺伝子パネル検査等及びその結果を踏ま

えた治療を受けられることが求められています。 

 

しかしながら、これまで二次医療圏間でがん遺伝子パネル検査の実施検査数に格差

が認められます。また、がんゲノム医療に関する医療従事者への教育が不十分である

ことが指摘されています。さらに、県内でがん遺伝子パネル検査実施可能な施設が少

なく、がんゲノム医療連携病院の拡充が必要で、検査実施可能な病院と未実施の病院

との円滑な連携による集約化が求められています。 

 

また、令和 5（2023）年 6 月に、「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受

けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」（以下、ゲノ

ム医療法という）が制定され、ゲノム情報の取扱いについて，患者やその家族が安心

できる環境を整備していくことも求められています。 

国立がんセンターがんゲノム情報管理センターＨＰ 

https://for-patients.c-cat.ncc.go.jp/hospital_list/ 
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２ 取組の方向性 

県、拠点病院等は、必要な全てのがん患者に、がん遺伝

子パネル検査が行われ、その結果に基づいて治療が選択

できるよう、がんゲノム医療連携病院を増加するよう努

めるとともに、がんゲノム医療中核拠点病院等を中心と

したがんゲノム医療の推進、がんゲノム医療に関する県

民の理解を促進するための普及啓発を推進します。 

 

がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携

病院は、ゲノム情報に基づく治験や臨床試験の実施、その

情報の共有を含めた連携体制の整備、遺伝性腫瘍の遺伝

カウンセリングやフォローアップ体制の整備を推進し、

医療従事者への教育を実施していきます。 

 

また、県は、ゲノム医療法の制定に伴い、ゲノム医療の

研究開発及び提供について、生まれながらに固有で子孫

に受け継がれ得る個人のゲノム情報による不当な差別

や、ゲノム情報の利用が拡大されることにより生じ得る

差別などの防止を推進します。 

コラム⑧ 「がんゲノム医療とは」 

がんゲノム医療とは、がん患者さんの腫瘍部および正常部のゲノム情報を用いて治療の

最適化・予後予測・発症予防を行う医療のことを言います。日本では、令和元（2019）年

にがん遺伝子パネル検査が保険医療として承認されました。 

 

標準治療のない固形がん患者さん、また標準治療が終了したあるいは終了見込みの固形

がん患者さんが対象です。令和 5（2023）年 12 月現在、5 種類のがん遺伝子パネル検査

が使用可能です。 

 

がん組織や血液中の DNA の数 10-数 100 のがん遺伝子・がん抑制遺伝子の変化を調べ

ることにより、がん患者さんの約 10％の方が、標準治療以外の新規治療を受けられる可

能性が提案されます。 

 

数％の方に遺伝性腫瘍の原因となる遺伝子バリアントが見つかる可能性があります。 

 

がん遺伝子パネル検査を受けるがん患者さんはまだ一部であり、今後さらに多くの患者

さんが検査を受けられるように医療機関側の体制整備が進んでいます。 

 

また、現在は一部のがん遺伝子・がん抑制遺伝子に検査対象が限定 

されていますが、将来的には全ゲノムを対象とした全ゲノム検査が保険 

診療で受けられるようになる可能性もあり、がんゲノム医療のさらなる 

発展が期待されます。 

 

（作成協力：東北大学大学院医学系研究科 高橋 雅信 准教授） 

写真提供：宮城県立がんセンター 

２　取組の方向性

column ⑧　「がんゲノム医療とは」
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（３） 手術療法、放射線療法、薬物療法について

11  現現状状とと課課題題  

がんに対する質の高い手術療法を安全に提供するため、

拠点病院等を中心に、適切な実施体制や専門的な知識及び

技能を有する医師の配置が図られてきました。また、国で

は、鏡視下手術等の低侵襲な手術療法の普及を進め、ロボ

ット支援手術等の新しい治療法についても保険適用が拡大

されるなど、手術療法の充実が図られてきました。  

  

一方で、高い技術を要する手術療法のような、全ての施

設で対応が難しいようなものについては、医療機関間で連

携し、地域の実情に応じて集約化を行う等、手術療法の連

携体制の整備が求められています。 

 

 

宮城県がん診療連携協議会放射線治療部会を中心に、がんに対する質の高い放射線療法を安

全に提供するため、専門的な知識及び技能を有する医師等の医療従事者の配置や、リニアック

等の機器の整備を推進し、拠点病院等を中心に、強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ：Intensity 

Modulated Radiation Therapy）を含む放射線療法の適切な実施体制の整備を進めてきました。 

 

リニアック等の機器を設置している医療機関においても、ＩＭＲＴ等の精度の高い放射線治

療を行うには、放射線療法を担う専門的な医療従事者の育成や地域差が課題とされています。 

 

また、今後は、医療機関間で連携し、地域の実情に応じて集約化を行う等、放射線療法の連

携体制の整備の必要があります。 

○ 医療機関間で連携し、地域の実情に応じて集約化を行う等、手術療法・放射線療

法・薬物療法の連携体制の整備が必要 

○ 放射線療法を担う専門的な医療従事者の不足及び医療機関格差がある 

〇 拠点病院等を中心とした人材の育成や各医療機関の状況に合わせた診療体制の整備 

〇 拠点病院等及びがん診療を行う一般の病院において、質の高い標準治療を安全に実

施する体制の整備及び患者へのインフォームドコンセントの適切な実施 

〇 高度化するがん治療について知識・技術と臨床経験を備える医療人材 

の適正な配置 

手術療法 

放射線療法 

写真提供：宮城県立がんセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 取組の方向性 

県、拠点病院等は、必要な全てのがん患者に、がん遺伝

子パネル検査が行われ、その結果に基づいて治療が選択

できるよう、がんゲノム医療連携病院を増加するよう努

めるとともに、がんゲノム医療中核拠点病院等を中心と

したがんゲノム医療の推進、がんゲノム医療に関する県

民の理解を促進するための普及啓発を推進します。 

 

がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携

病院は、ゲノム情報に基づく治験や臨床試験の実施、その

情報の共有を含めた連携体制の整備、遺伝性腫瘍の遺伝

カウンセリングやフォローアップ体制の整備を推進し、

医療従事者への教育を実施していきます。 

 

また、県は、ゲノム医療法の制定に伴い、ゲノム医療の

研究開発及び提供について、生まれながらに固有で子孫

に受け継がれ得る個人のゲノム情報による不当な差別

や、ゲノム情報の利用が拡大されることにより生じ得る

差別などの防止を推進します。 

コラム⑧ 「がんゲノム医療とは」 

がんゲノム医療とは、がん患者さんの腫瘍部および正常部のゲノム情報を用いて治療の

最適化・予後予測・発症予防を行う医療のことを言います。日本では、令和元（2019）年

にがん遺伝子パネル検査が保険医療として承認されました。 

 

標準治療のない固形がん患者さん、また標準治療が終了したあるいは終了見込みの固形

がん患者さんが対象です。令和 5（2023）年 12 月現在、5 種類のがん遺伝子パネル検査

が使用可能です。 

 

がん組織や血液中の DNA の数 10-数 100 のがん遺伝子・がん抑制遺伝子の変化を調べ

ることにより、がん患者さんの約 10％の方が、標準治療以外の新規治療を受けられる可

能性が提案されます。 

 

数％の方に遺伝性腫瘍の原因となる遺伝子バリアントが見つかる可能性があります。 

 

がん遺伝子パネル検査を受けるがん患者さんはまだ一部であり、今後さらに多くの患者

さんが検査を受けられるように医療機関側の体制整備が進んでいます。 

 

また、現在は一部のがん遺伝子・がん抑制遺伝子に検査対象が限定 

されていますが、将来的には全ゲノムを対象とした全ゲノム検査が保険 

診療で受けられるようになる可能性もあり、がんゲノム医療のさらなる 

発展が期待されます。 

 

（作成協力：東北大学大学院医学系研究科 高橋 雅信 准教授） 

写真提供：宮城県立がんセンター 

（３）　手術療法、放射線療法、薬物療法について

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題
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２２  取取組組のの方方向向性性  

拠点病院等は、外科分野の専門的な学会等の意見を踏

まえながら、引き続き、人材の育成や各医療機関の状況

に合わせた診療体制を整備します。 

 

県は、宮城県がん診療連携協議会と連携し、高度な手

術療法の提供については、医療機関間の役割分担の明確

化及び連携体制の整備等の取組を進めます。 

県は、宮城県がん診療連携協議会と連携し、患者が、病態や生活背景等、それぞれの状況

に応じた適切な放射線療法を受けられるよう、標準的治療の提供に加えて、科学的根拠に基

づく高度な放射線療法の提供についても、医療機関間の役割分担の明確化及び連携体制の整

備等の取組を進めます。 

 

拠点病院等は、高度な放射線療法である強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）や定位放射線治

療（ＳＲＴ）については、実施率を高めるよう努めます。また、放射性同位元素を用いた治

療（核医学治療・RI 内用療法）については、治療を行える病院が限定されることから、必要

とされる患者が適切に紹介できるよう医療機関間の連携体制への取組を進めます。 

 

拠点病院等は、東北広域次世代がんプロ養成プランとの連携などにより、がん医療専門医

療従事者の養成をより一層推進します。 

 

引き続き，放射線治療専門医，がん放射線療法看護認定看護師，医学物理士，放射線治療

品質管理士及び放射線治療専門放射線技師など専門性の高い人材を適正に配置し，多職種で

構成された放射線治療チームを設置するなど，患者の副作用・合併症等に迅速かつ継続的に

対応できる診療体制を整備します。 

高齢のがん患者等の合併症リスクの高い患者

の増加や新しい薬物療法の普及に伴う、新たな副

作用や学際領域への対応に向け、専門的な知識を

有する医師、薬剤師、看護師等の配置を行い、適

切な服薬管理や副作用対策等が求められていま

す。 

 

薬物療法における専門的な知識を有する医師

は全ての拠点病院等において配置されています

が、がん診療を行う一般の病院では、いまだ十分

な状態ではなく、地域差があると指摘され、がん

ゲノム医療に基づく高度ながん薬物療法の均て

ん化や集約化に課題が認められています。 

薬物療法 

手術療法 

放射線療法 

また、専門的な知識を有する薬剤師、看護師の配置が全国に比較して少ない状況であり、

引き続き、がん診療に携わる専門性の高い人材の育成を推進する必要があります。 

写真提供：東北大学病院 

写真提供：宮城県立がんセンター 

２　取組の方向性
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二次医療圏 病院名 

仙南医療圏 ❶みやぎ県南中核病院  

仙台医療圏 ❷仙台医療センター ❸仙台厚生病院 

❹仙台市立病院 ❺仙台総合放射線ｸﾘﾆｯｸ 

❻東北医科薬科大学病院 ❼東北大学病院 

❽東北労災病院 ❾宮城県立がんセンター 

❿宮城県立こども病院  

大崎・栗原医療圏 ⓫大崎市民病院 ⓬古川星陵病院 

石巻・登米・気仙沼医療圏 ⓭石巻赤十字病院 ⓮気仙沼市立病院 

気仙沼市

南三陸町
登米市

石巻市

女川町

東松島市

栗原市

大崎市

加美町

色麻町

涌谷町美里町

大衡村

大郷町

松島町

利府町

塩竈市
七ヶ浜町

多賀城市

大和町

富谷市

仙台市

名取市

岩沼市

亘理町

山元町

川崎町

村田町

蔵王町

七ヶ宿町 白石市 角田市

柴田町

大河原町

丸森町

大崎・栗原医療圏

石巻・登米・気仙沼医療圏

仙台医療圏

仙南医療圏

《図表 4-2-2》県内の放射線治療装置を有する医療機関（令和 5（2023）年 10 月現在） 

出典：宮城県保健福祉部調べ 

※ 古川星陵病院は、ガンマナイフ（脳病変に対する定位的放射線外科治療の装置）を設置、 

他の１３医療機関は、リニアック装置。 

 

県は、宮城県がん診療連携協議会と連携

し、患者が、病態や生活背景等、それぞれの

状況に応じた適切かつ安全な薬物療法を外

来も含め適切な場で受けられるよう、標準

的治療の提供に加えて、科学的根拠に基づ

く高度な薬物療法やがん遺伝子パネル検査

を踏まえた薬物療法の提供についても、医

療機関間の役割分担の明確化及び連携体制

の整備等の取組を推進します。 

薬物療法 

❿ 

❾ 

❷ ❸ ❹ 
❻ ❼ ❽ 

写真提供：東北大学病院 
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２２  取取組組のの方方向向性性  

拠点病院等は、外科分野の専門的な学会等の意見を踏

まえながら、引き続き、人材の育成や各医療機関の状況

に合わせた診療体制を整備します。 

 

県は、宮城県がん診療連携協議会と連携し、高度な手

術療法の提供については、医療機関間の役割分担の明確

化及び連携体制の整備等の取組を進めます。 

県は、宮城県がん診療連携協議会と連携し、患者が、病態や生活背景等、それぞれの状況

に応じた適切な放射線療法を受けられるよう、標準的治療の提供に加えて、科学的根拠に基

づく高度な放射線療法の提供についても、医療機関間の役割分担の明確化及び連携体制の整

備等の取組を進めます。 

 

拠点病院等は、高度な放射線療法である強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）や定位放射線治

療（ＳＲＴ）については、実施率を高めるよう努めます。また、放射性同位元素を用いた治

療（核医学治療・RI 内用療法）については、治療を行える病院が限定されることから、必要

とされる患者が適切に紹介できるよう医療機関間の連携体制への取組を進めます。 

 

拠点病院等は、東北広域次世代がんプロ養成プランとの連携などにより、がん医療専門医

療従事者の養成をより一層推進します。 

 

引き続き，放射線治療専門医，がん放射線療法看護認定看護師，医学物理士，放射線治療

品質管理士及び放射線治療専門放射線技師など専門性の高い人材を適正に配置し，多職種で

構成された放射線治療チームを設置するなど，患者の副作用・合併症等に迅速かつ継続的に

対応できる診療体制を整備します。 

高齢のがん患者等の合併症リスクの高い患者

の増加や新しい薬物療法の普及に伴う、新たな副

作用や学際領域への対応に向け、専門的な知識を

有する医師、薬剤師、看護師等の配置を行い、適

切な服薬管理や副作用対策等が求められていま

す。 

 

薬物療法における専門的な知識を有する医師

は全ての拠点病院等において配置されています

が、がん診療を行う一般の病院では、いまだ十分

な状態ではなく、地域差があると指摘され、がん

ゲノム医療に基づく高度ながん薬物療法の均て

ん化や集約化に課題が認められています。 

薬物療法 

手術療法 

放射線療法 

また、専門的な知識を有する薬剤師、看護師の配置が全国に比較して少ない状況であり、

引き続き、がん診療に携わる専門性の高い人材の育成を推進する必要があります。 

写真提供：東北大学病院 

写真提供：宮城県立がんセンター 
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コラム⑨ 「リニアックと強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）とは」 

強度変調放射線治療(IMRT)とは、放射線の照射中に、照射野内の放射線の強さに強弱

をつけ、腫瘍に対して集中的に照射を行うことができる方法です。特に、歪な形の腫瘍

に対してもその形に合わせて放射線を照射することが可能です。 

 

腫瘍に放射線を集中し、周囲の正常組織への照射を減らすことができるため、副作用

を増加させることなく、より強い放射線を腫瘍に照射することが可能になります。 

リニアックとは、直線加速器（写真）

のことで、放射線治療用の X 線や電子線

を発生させる最も一般的な装置です。レ

ントゲン検査で一般的に用いられるエ

ックス線装置とは構造が異なり高線量

の放射線を照射でき１台数億円します。 

 

頭から四肢まで、全身のあらゆる領域

の病変の治療が可能な汎用機です。 

 

宮城県内では 13 の医療機関に設置さ

れています。 

東北大学病院のリニアック装置 

IMRT による線量分布図（放射線治療計画用のコンピューター） 

（東北大学病院放射線治療科の HP） 

 

拠点病院等とがん診療を行う一般の病院は、東北広域次世代がんプロ養成プランとの連携

などにより、がん医療専門医療従事者の養成をより一層推進します。 

 

引き続き、がん薬物療法専門医やがん薬物療法看護認定看護師、がん専門薬剤師、がん薬

物療法認定薬剤師など専門性の高い人材を適正に配置し、口腔ケアを専門とする歯科医師を

含めた多職種で構成された薬物療法チームを設置するなど、患者の副作用・合併症に迅速か

つ継続的に対応できる診療体制を整備します。 

 

県は、拠点病院等と連携しながら、県民が、薬物療法等に関する正しい情報を得ることが

できるよう、科学的根拠に基づく治療法に関する情報提供及び普及啓発を推進します。 

column ⑨　「リニアックと強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）とは」
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（４） チーム医療の推進について

11  現現状状とと課課題題  

患者やその家族等が抱える様々な苦痛、悩み、負担に応え、安全かつ安心で質の高いがん

医療を提供するため、多職種によるチーム医療の推進が必要です。 

  

これまで、拠点病院等において、医療従事者間の連携体制の強化に係る環境整備に向けて、

医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、公認心理師等で組織された緩和ケアチームを含む様々

な専門チームの設置が進められてきました。 

 

現在、全ての拠点病院等において、専門チームが設置されており、その多くの施設で複数

の専門チームが設置されています。一方で、がん診療を行う一般の病院においては、専門チ

ームの設置が進んでいない状況です。 

 

また、療養生活の質の維持・向上の観点から、食事を通して栄養を摂取することや、治療

の合併症予防及びその病状軽減は重要であり、がん患者に対する口腔の管理に、歯科医師や

歯科衛生士等の口腔ケアチーム、また、適切な栄養管理に、医師、看護師、管理栄養士、言

語聴覚士等の栄養サポートチームと連携しつつ対応することが求められています。 

２２  取取組組のの方方向向性性  

○ 患者やその家族等が抱える様々な苦痛、悩み、負担に応え、安全かつ安心で質の

高いがん医療を提供するため、多職種によるチーム医療の推進が必要 

〇 宮城県がん診療連携協議会を中心とした拠点病院等及びがん診療を行う一般の病

院におけるチーム医療の推進と医療従事者間の連携体制（情報共有）の整備 

 
〇 拠点病院等やがん診療を行う一般の病院の院内や地域の歯科医師等と連携した 

がん患者の口腔の管理 

〇 拠点病院等やがん診療を行う一般の病院の栄養サポートチーム等と連携し 

栄養指導や管理を行う体制の整備 

拠点病院等やがん診療を行う一般の病院は、地域の医療機関と議論を行い、地域の医療

機関が適切な医療を提供できるよう、拠点病院等と地域の医療機関の連携体制の整備に取

り組みます。さらに、がん診療を行う一般の病院・診療所においても、チーム医療が推進

されていくように、宮城県がん診療連携協議会において、検討を進めていきます。 

 

拠点病院等やがん診療を行う一般の病院は、院内や地域の歯科医師、歯科衛生士等と連

携し、医科歯科連携によるがん患者の口腔の管理の推進に引き続き取り組みます。また、

栄養サポートチーム等の専門チームと連携し、栄養指導や管理を行う体制の整備に引き続

き取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム⑨ 「リニアックと強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）とは」 

強度変調放射線治療(IMRT)とは、放射線の照射中に、照射野内の放射線の強さに強弱

をつけ、腫瘍に対して集中的に照射を行うことができる方法です。特に、歪な形の腫瘍

に対してもその形に合わせて放射線を照射することが可能です。 

 

腫瘍に放射線を集中し、周囲の正常組織への照射を減らすことができるため、副作用

を増加させることなく、より強い放射線を腫瘍に照射することが可能になります。 

リニアックとは、直線加速器（写真）

のことで、放射線治療用の X 線や電子線

を発生させる最も一般的な装置です。レ

ントゲン検査で一般的に用いられるエ

ックス線装置とは構造が異なり高線量

の放射線を照射でき１台数億円します。 

 

頭から四肢まで、全身のあらゆる領域

の病変の治療が可能な汎用機です。 

 

宮城県内では 13 の医療機関に設置さ

れています。 

東北大学病院のリニアック装置 

IMRT による線量分布図（放射線治療計画用のコンピューター） 

（東北大学病院放射線治療科の HP） 

 

拠点病院等とがん診療を行う一般の病院は、東北広域次世代がんプロ養成プランとの連携

などにより、がん医療専門医療従事者の養成をより一層推進します。 

 

引き続き、がん薬物療法専門医やがん薬物療法看護認定看護師、がん専門薬剤師、がん薬

物療法認定薬剤師など専門性の高い人材を適正に配置し、口腔ケアを専門とする歯科医師を

含めた多職種で構成された薬物療法チームを設置するなど、患者の副作用・合併症に迅速か

つ継続的に対応できる診療体制を整備します。 

 

県は、拠点病院等と連携しながら、県民が、薬物療法等に関する正しい情報を得ることが

できるよう、科学的根拠に基づく治療法に関する情報提供及び普及啓発を推進します。 

（４）　チーム医療の推進について

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題

２　取組の方向性
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（５） がんのリハビリテーションについて

11  現現状状とと課課題題  

がん治療の影響から、患者の嚥下、排せつ、四肢や呼吸

運動等の日常生活動作に障害が生じることがあります。ま

た、病状の進行に伴い、次第に日常生活動作に障害を来し、

生活の質の著しい低下が見られることから、がん領域での

リハビリテーションの重要性が指摘されています。 

 

全ての拠点病院等において、がんのリハビリテーション

に携わる専門的な知識及び技能を有する医師が配置されて

います。また、県内における、がん患者リハビリテーショ

ン料に関する施設基準届出医療機関数は、29 機関（平成 28

（2016）年）から 34 機関（令和 4（2022）年）に増加し

ました。 

 

○ 拠点病院等を中心にリハビリテーションの普及や体制整備が行われ 

てきたものの、施設間で提供体制に差があるため、更なる普及や 

体制の整備が必要 

〇 がん患者の社会復帰や社会協働の観点を踏まえ、がんのリハビリテーションの普

及や体制整備を推進 

〇 リハビリテーションに携わる専門的な知識及び技能を有する医療人材     

の適正な配置 

拠点病院等やがん診療を行う一般の病院は、がん患者の社会復帰や社会協働という観点

も踏まえ、引き続き、がんのリハビリテーションの普及や体制整備の推進を図ります。 

 

県は、国の後援事業であるがんのリハビリテーション研修を受講した医師や看護師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士等の拠点病院等への配置を推進します。 

２２  取取組組のの方方向向性性  

国は、がんのリハビリテーションが適切に提供されることを目的に、グループワークを

中心とした集合学習とｅラーニングシステムを組み合わせた効果的な研修プログラムの策

定や、国内各地で研修を受講できる体制の整備が進められてきました。 

 

このように、がん患者のリハビリテーションについては、拠点病院等を中心に普及や体

制整備が行われてきたものの、施設間で提供体制に差があり、機能回復や機能維持のみな

らず、社会復帰という観点も踏まえ、外来や地域の医療機関において、更なるリハビリテ

ーションの普及や体制の整備が必要です。 

写真提供：宮城県立がんセンター 

（５）　がんのリハビリテーションについて

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題

２　取組の方向性
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二次医療圏 病院名 

仙南医療圏 ①①大泉記念病院 ②②みやぎ県南中核病院  

仙台医療圏 ③③赤石病院 ④④岩切病院 ⑤⑤公立黒川病院 

⑥⑥坂総合病院 ⑦⑦塩竈市立病院  ⑧⑧JR 仙台病院 

⑨⑨周行会内科佐藤病院 ⑩⑩仙台医療センター ⑪⑪仙台オープン病院 

⑫⑫仙台循環器病センター  ⑬⑬仙台市立病院 ⑭⑭仙台赤十字病院 

⑮⑮総合南東北病院  ⑯⑯ＪＣＨＯ仙台病院  ⑰⑰ＪＣＨＯ仙台南病院  

⑱⑱東北医科薬科大学病院 ⑲⑲東北医科薬科大学 若林病院 ⑳⑳東北公済病院 

㉑㉑東北大学病院  ㉒㉒東北労災病院 ㉓㉓光ケ丘スペルマン病院 

㉔㉔宮城県立がんセンター     

大崎・栗原医療圏 ㉕㉕大崎市民病院 ㉖㉖栗原市立栗駒病院 ㉗㉗栗原市立栗原中央病院 

石巻・登米・気

仙沼医療圏 

㉘㉘石巻市立病院 ㉙㉙石巻赤十字病院 ㉚㉚石巻ロイヤル病院 

㉛㉛齋藤病院 ㉜㉜真壁病院 ㉝㉝栗原市立若柳病院 

㉞㉞気仙沼市立病院   

《図表 4-2-3》県内のがんリハビリテーション届出医療機関（令和 5（2023）年 9 月 1 日現在） 

気仙沼市

南三陸町
登米市

石巻市

女川町

東松島市

栗原市

大崎市

加美町

色麻町

涌谷町美里町

大衡村

大郷町

松島町

利府町

塩竈市
七ヶ浜町

多賀城市

大和町

富谷市

仙台市

名取市

岩沼市

亘理町

山元町

川崎町

村田町

蔵王町

七ヶ宿町 白石市 角田市

柴田町

大河原町

丸森町

大崎・栗原医療圏

石巻・登米・気仙沼医療圏

仙台医療圏

仙南医療圏

① 

②②  

㉞㉞  

㉝㉝  

㉜㉜  

㉛㉛  
㉚㉚  ㉙㉙  

㉘㉘  

㉕㉕  

㉖㉖  
㉗㉗  

⑨⑨  
⑫⑫  

③③  ④④  
⑪⑪  

⑥⑥  

⑤⑤  

⑩⑩  

⑦⑦  

⑧⑧  

⑬⑬  
⑭⑭  

⑮⑮  

⑯⑯  

⑰⑰  

⑱⑱  

⑲⑲  

⑳⑳  
㉑㉑  ㉒㉒  

㉓㉓  

㉔㉔  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（５） がんのリハビリテーションについて

11  現現状状とと課課題題  

がん治療の影響から、患者の嚥下、排せつ、四肢や呼吸

運動等の日常生活動作に障害が生じることがあります。ま

た、病状の進行に伴い、次第に日常生活動作に障害を来し、

生活の質の著しい低下が見られることから、がん領域での

リハビリテーションの重要性が指摘されています。 

 

全ての拠点病院等において、がんのリハビリテーション

に携わる専門的な知識及び技能を有する医師が配置されて

います。また、県内における、がん患者リハビリテーショ

ン料に関する施設基準届出医療機関数は、29 機関（平成 28

（2016）年）から 34 機関（令和 4（2022）年）に増加し

ました。 

 

○ 拠点病院等を中心にリハビリテーションの普及や体制整備が行われ 

てきたものの、施設間で提供体制に差があるため、更なる普及や 

体制の整備が必要 

〇 がん患者の社会復帰や社会協働の観点を踏まえ、がんのリハビリテーションの普

及や体制整備を推進 

〇 リハビリテーションに携わる専門的な知識及び技能を有する医療人材     

の適正な配置 

拠点病院等やがん診療を行う一般の病院は、がん患者の社会復帰や社会協働という観点

も踏まえ、引き続き、がんのリハビリテーションの普及や体制整備の推進を図ります。 

 

県は、国の後援事業であるがんのリハビリテーション研修を受講した医師や看護師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士等の拠点病院等への配置を推進します。 

２２  取取組組のの方方向向性性  

国は、がんのリハビリテーションが適切に提供されることを目的に、グループワークを

中心とした集合学習とｅラーニングシステムを組み合わせた効果的な研修プログラムの策

定や、国内各地で研修を受講できる体制の整備が進められてきました。 

 

このように、がん患者のリハビリテーションについては、拠点病院等を中心に普及や体

制整備が行われてきたものの、施設間で提供体制に差があり、機能回復や機能維持のみな

らず、社会復帰という観点も踏まえ、外来や地域の医療機関において、更なるリハビリテ

ーションの普及や体制の整備が必要です。 

写真提供：宮城県立がんセンター 
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コラム⑩「がんのリハビリテーション」 

がんになると、がんそのものによる痛みや食欲低下、息苦しさ、だる

さによって今まで通り動けなくなったり、手術や薬物療法、放射線治療

などを受けることによって身体機能が落ちたり、損なわれたりすること

があります。 

がんそのものによる体への影響 

・骨への転移による痛みや骨折 

・脳腫瘍による麻痺や言語障害や嚥下障害 

・脊髄・脊椎腫瘍による麻痺や排便排尿障害 

・腫瘍が末梢神経を巻き込むことによるしびれや筋力の低下 

・がんの組織がほかの正常組織が摂取しようとする栄養を奪ってしまうこと

による体の衰弱 

・がんによる認知機能の低下 

 

がんのリハビリテーション医療の対象と種類 

 

がんの治療の過程で生じる体への影響 

○手術によるもの 

・胸部やおなかの手術による肺炎などの合併症（呼吸リハビリテーション） 

・乳がんの手術によるリンパ浮腫、蜂窩織炎、肩関節の機能障害 

・頭頸部がん（鼻、口、あご、のど、耳などのがん）の手術による嚥下障害

や発声障害 

・腕や脚（四肢）のがんの手術による機能障害 

・腕や脚（四肢）のがんの切断した場合（義肢や義足を使ったリハビリテー

ション） 

・婦人科のがんや泌尿器科のがんの手術後の排尿機能の障害 

 

○薬物療法や放射線治療によるもの 

・だるさ・倦怠感 

・しびれや筋力・体力の低下 

がんのリハビリテーション医療は、診断された

直後から始める「予防的リハビリテーション」、

治療と並行して受ける「回復的リハビリテーショ

ン」、再発/転移の時期には「維持的リハビリテー

ション」、症状緩和を中心とした医療が行われる

ときには「緩和的リハビリテーション」と、がん

の治療の時期に応じて、リハビリテーション医療

の目的や役割が異なります。 

 

 

（国立がん研究センター「がん情報サービス」） 

https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/rehabilit

ation/index.html 

column ⑩「がんのリハビリテーション」
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（６） 支持療法の推進について

11  現現状状とと課課題題  

２２  取取組組のの方方向向性性  

○ 拠点病院等を中心に、がん治療に伴う副作用・合併症・後遺症を軽減 

し、患者のＱＯＬの向上が求められている 

〇 副作用や合併症、後遺症による症状を相談できる体制の整備 

〇 各種ガイドラインに基づく支持療法を行う体制の整備 

がんそのものによる症状やがん治療に伴う副作用・合併

症・後遺症による症状に悩みを抱えることがあり、こういっ

た症状を軽減させるための予防、治療及びケアとして支持療

法が求められています。 

 

がん種別に見ると、胃がん患者については、胃切除術後の

食事や体重減少、乳がん、子宮がん、卵巣がん、大腸がん等

の患者については、リンパ浮腫による症状に苦悩している患

者が多く、手術に関連した後遺症も、大きな問題となってお

り、県内では、拠点病院等を中心に、リンパ浮腫に対応して

おり、リンパ浮腫外来を設置している拠点病院等は４か所あ

ります。 

 

 

拠点病院等やがん診療を行う一般の病院は、副作用や合併症、後遺症による症状に対応す

るためチーム医療を推進するとともに、専門的なケアを実施する外来や相談などの体制整備

に取り組みます。 

 

拠点病院等は、がん治療に伴う副作用・合併症・後遺症を軽減し、患者のＱＯＬを向上さ

せるため、科学的根拠に基づく支持療法の普及に取り組みます。 

  

国において、がん治療に伴う副作用・合併症・後遺症を軽減し、患者のＱＯＬを向上させ

るため、支持療法に関する実態の把握、均てん化を目指した研究が行われているほか、薬物

療法による合併症に関するガイドラインの改訂、がん患者の精神心理的な支援に関する診

療ガイドラインの作成等が進められています。 

 

支持療法について、がん診療を行う一般の病院では、一部、普及が遅れているところがあ

るという指摘があります。 

写真提供：石巻赤十字病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム⑩「がんのリハビリテーション」 

がんになると、がんそのものによる痛みや食欲低下、息苦しさ、だる

さによって今まで通り動けなくなったり、手術や薬物療法、放射線治療

などを受けることによって身体機能が落ちたり、損なわれたりすること

があります。 

がんそのものによる体への影響 

・骨への転移による痛みや骨折 

・脳腫瘍による麻痺や言語障害や嚥下障害 

・脊髄・脊椎腫瘍による麻痺や排便排尿障害 

・腫瘍が末梢神経を巻き込むことによるしびれや筋力の低下 

・がんの組織がほかの正常組織が摂取しようとする栄養を奪ってしまうこと

による体の衰弱 

・がんによる認知機能の低下 

 

がんのリハビリテーション医療の対象と種類 

 

がんの治療の過程で生じる体への影響 

○手術によるもの 

・胸部やおなかの手術による肺炎などの合併症（呼吸リハビリテーション） 

・乳がんの手術によるリンパ浮腫、蜂窩織炎、肩関節の機能障害 

・頭頸部がん（鼻、口、あご、のど、耳などのがん）の手術による嚥下障害

や発声障害 

・腕や脚（四肢）のがんの手術による機能障害 

・腕や脚（四肢）のがんの切断した場合（義肢や義足を使ったリハビリテー

ション） 

・婦人科のがんや泌尿器科のがんの手術後の排尿機能の障害 

 

○薬物療法や放射線治療によるもの 

・だるさ・倦怠感 

・しびれや筋力・体力の低下 

がんのリハビリテーション医療は、診断された

直後から始める「予防的リハビリテーション」、

治療と並行して受ける「回復的リハビリテーショ

ン」、再発/転移の時期には「維持的リハビリテー

ション」、症状緩和を中心とした医療が行われる

ときには「緩和的リハビリテーション」と、がん

の治療の時期に応じて、リハビリテーション医療

の目的や役割が異なります。 

 

 

（国立がん研究センター「がん情報サービス」） 

https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/rehabilit

ation/index.html 

（６）　支持療法の推進について

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題

２　取組の方向性
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（７） がんと診断された時からの緩和ケアの推進について

11  現現状状とと課課題題  

緩和ケアについては、法第 15 条において、「がんその他の特定の疾病に罹患した者に係

る身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を緩和することによりその療養生活

の質の維持向上を図ることを主たる目的とする治療、看護その他の行為をいう」と定義され

ています。また、法第 17 条において、がん患者の療養生活（これに係るその家族の生活を

含む。以下同じ。）の質の維持向上のために必要な施策として、「緩和ケアが診断の時から適

切に提供されるようにすること」と明記されています。 

 

患者の療養生活の向上のためには、患者やその家族の状況に応じた身体的・精神心理的・

社会的苦痛等に対する適切な緩和ケアを、全ての医療従事者が診断時から行うとともに、地

域の関係機関等とも連携し、治療施設、在宅及び介護施設など療養の場所を問わず、様々な

段階・場面において、切れ目ないケアが提供されることが必要です。 

 

○ 様々な段階・場面において、切れ目のない緩和ケアを提供されることが必要 

○ 更なる緩和ケアの充実が必要 

〇 緩和ケア研修会等における緩和ケアに係る人材の育成 

〇 拠点病院等を中心とした緩和ケアの提供体制の整備の推進 

〇 医療用麻薬等の適正使用の推進 

 

〇 県民への緩和ケアや ACP の普及啓発 

緩和ケアの提供 

【【アアドドババンンスス・・ケケアア・・ププラランンニニンンググ（（AACCPP））】】  

アドバンス・ケア・プランニング（ACP）とは、将来の変化に備えて、今後の治療や療養について、患者・家

族・医療従事者等で前もって話し合いを行うことで、患者本人による意思決定を支援するプロセスのことです。

「人生会議」とも呼ばれています。 

拠点病院等については、がんの診断時から適切

な緩和ケアが提供されるよう、専門的な知識及び

技能を有する医療従事者で組織された緩和ケアチ

ームの組織や、外来において専門的な緩和ケアを

提供できる体制の整備を推進してきました。また、

緩和ケア病棟を有する医療機関は県内で 6 か所あ

り、病床は 120 床整備されています。 

写真提供：宮城県立がんセンター 

（７）　がんと診断された時からの緩和ケアの推進について

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題
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- 60 - 

 

気仙沼市

南三陸町
登米市

石巻市

女川町

東松島市

栗原市

大崎市

加美町

色麻町

涌谷町美里町

大衡村

大郷町

松島町

利府町

塩竈市
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大和町
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《図表 4-2-4》県内の緩和ケア病棟を有する医療機関（令和 5（2023）年 9 月 1 日現在） 

❶ 

❷ 

❻ 

❸ ❹ 

❺ 

出典：東北厚生局 施設基準届出等受理状況一覧 

 

しかし、平成 30 年度患者体験調査によると、身体的・精神心理的な苦痛を抱えてい

る患者や、苦痛により日常生活に支障を来している患者が、宮城県では 37.3％～49.2％

おり、全国（32.5％～44.9％）に比べてやや多いため、更なる緩和ケアの充実が必要で

す。 

二次医療圏 病院名 届出病床数 

仙南医療圏 ❶みやぎ県南中核病院 12 

仙台医療圏 

❷仙台オープン病院 21 

❸東北大学病院 22 

❹光が丘スペルマン病院 20 

❺宮城県立がんセンター 25 

石巻・登米・気仙沼医療圏 ❻石巻市立病院 20 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７） がんと診断された時からの緩和ケアの推進について

11  現現状状とと課課題題  

緩和ケアについては、法第 15 条において、「がんその他の特定の疾病に罹患した者に係

る身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を緩和することによりその療養生活

の質の維持向上を図ることを主たる目的とする治療、看護その他の行為をいう」と定義され

ています。また、法第 17 条において、がん患者の療養生活（これに係るその家族の生活を

含む。以下同じ。）の質の維持向上のために必要な施策として、「緩和ケアが診断の時から適

切に提供されるようにすること」と明記されています。 

 

患者の療養生活の向上のためには、患者やその家族の状況に応じた身体的・精神心理的・

社会的苦痛等に対する適切な緩和ケアを、全ての医療従事者が診断時から行うとともに、地

域の関係機関等とも連携し、治療施設、在宅及び介護施設など療養の場所を問わず、様々な

段階・場面において、切れ目ないケアが提供されることが必要です。 

 

○ 様々な段階・場面において、切れ目のない緩和ケアを提供されることが必要 

○ 更なる緩和ケアの充実が必要 

〇 緩和ケア研修会等における緩和ケアに係る人材の育成 

〇 拠点病院等を中心とした緩和ケアの提供体制の整備の推進 

〇 医療用麻薬等の適正使用の推進 

 

〇 県民への緩和ケアや ACP の普及啓発 

緩和ケアの提供 

【【アアドドババンンスス・・ケケアア・・ププラランンニニンンググ（（AACCPP））】】  

アドバンス・ケア・プランニング（ACP）とは、将来の変化に備えて、今後の治療や療養について、患者・家

族・医療従事者等で前もって話し合いを行うことで、患者本人による意思決定を支援するプロセスのことです。

「人生会議」とも呼ばれています。 

拠点病院等については、がんの診断時から適切

な緩和ケアが提供されるよう、専門的な知識及び

技能を有する医療従事者で組織された緩和ケアチ

ームの組織や、外来において専門的な緩和ケアを

提供できる体制の整備を推進してきました。また、

緩和ケア病棟を有する医療機関は県内で 6 か所あ

り、病床は 120 床整備されています。 

写真提供：宮城県立がんセンター 
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緩和ケア研修会は、がん医療に携わる全

ての医療従事者が基本的な緩和ケアを正し

く理解し、知識、技術、態度を習得すること

で、緩和ケアが診断時から適切に提供され

ることを目指し、関係学会と連携しながら

実施されてきました。 

 

平成 30（2018）年度には、ｅラーニング

が導入されるとともに、対象疾患をがん以

外に、研修の対象者を医師以外の医療従事

者に拡大し、研修会の内容にがん患者の家

族、遺族等に対するグリーフケアを盛り込

む等の見直しが行われました。 

 

緩和ケア研修会 

《図表 4-2-5》宮城県緩和ケア研修会開催実績（令和４年度） 

開 催 回 主 催 病 院 受講者数 

第 110 回 大崎市民病院 31 名 

第 111 回 仙台厚生病院 12 名 

第 112 回 東北医科薬科大学 19 名 

第 113 回 東北労災病院 17 名 

第 114 回 みやぎ県南中核病院 9 名 

第 115 回 仙台医療センター 26 名 

第 116 回 宮城県立がんセンター 6 名 

第 117 回 石巻赤十字病院 23 名 

第 118 回 東北大学病院 35 名 

写真提供：宮城県立がんセンター 

県内において、令和４（2022）年度末時点で緩和ケア研修を修了した医療従事者数

は 2,106 名で、着実に増加しています。 

 

しかし、がん医療に携わる全ての医療従事者の修了は未達成であり、今後、一層の受

講促進が求められています。また、研修会の内容や形式について課題があり、患者の視

点や遺族調査等の結果を取り入れること、主治医と専門的な緩和ケア部門との連携方

法をプログラムに入れること及び地域の医師も受講しやすいよう利便性を改善するこ

とが求められています。 
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２２  取取組組のの方方向向性性  

県及び拠点病院等やがん診療を行う一般の病院は、が

ん医療に携わる全ての医療従事者により、がん患者の身

体的苦痛や、がん患者やその家族等の精神心理的苦痛、

社会的な問題等の把握及びそれらの個別の状況に応じた

適切な対応が、地域の実情に応じて、診断時から一貫し

て行われる体制の整備を推進します。 

 

特に、がんの診断時は、がん患者やその家族等にとっ

て、診断によるショックへの対応や今後の治療・生活へ

の備えが必要となる重要な時期であることを踏まえ、こ

れらの精神心理的苦痛や社会的苦痛に対する適切な支援

が全ての医療従事者により提供され、また、必要に応じ

て緩和ケアチームとの速やかな連携が図られるよう、医

療従事者への普及啓発策等を含め、必要な体制の整備を

推進します。 

県は、緩和ケア研修の修了医療従事者数が増加するように、引き続き県のホームペー

ジや主催している拠点病院等の案内通知を通じて広く周知を図ります。 

 

緩和ケア研修会主催病院は、がん診療を行う一般の病院・診療所を対象として、研修

会の受講状況を把握すること、積極的に受講勧奨を行うことを通じて、基本的な緩和ケ

アを実践できる人材の育成に取り組みます。 

 

県及び緩和ケア研修会主催病院は、県内の初期臨床研修医が緩和ケア研修会を受講す

るよう、普及啓発を図ります。 

緩和ケアの提供 

緩和ケア研修会 

写真提供：宮城県立がんセンター 

あわせて、がん患者が望んだ場所で過ごすことができるよう、拠点病院等を中心に、地

域の医療機関や在宅療養支援診療所、専門医療機関連携薬局等の医療・介護を担う機関と

連携した、在宅を含めた地域における緩和ケア提供体制の整備を推進します。 

 

県及び拠点病院等やがん診療を行う一般の病院は、がんによる痛みを緩和し、患者の

QOL を向上させるため、医療用麻薬に関する正しい知識の普及啓発を行うとともに、確

実な鎮痛が行えるよう、医療従事者に向けて医療用麻薬等の適正使用を推進します。 

 

 県及び拠点病院等は、患者が希望する医療やケアを受けられるよう、アドバンス・ケ

ア・プランニング（以下、ACP という）を普及させるとともに、患者とその家族が、痛み

やつらさを感じることなく過ごすことが保障される社会を構築するため、関係団体と連

携して、県民に対する普及啓発を行います。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

緩和ケア研修会は、がん医療に携わる全

ての医療従事者が基本的な緩和ケアを正し

く理解し、知識、技術、態度を習得すること

で、緩和ケアが診断時から適切に提供され

ることを目指し、関係学会と連携しながら

実施されてきました。 

 

平成 30（2018）年度には、ｅラーニング

が導入されるとともに、対象疾患をがん以

外に、研修の対象者を医師以外の医療従事

者に拡大し、研修会の内容にがん患者の家

族、遺族等に対するグリーフケアを盛り込

む等の見直しが行われました。 

 

緩和ケア研修会 

《図表 4-2-5》宮城県緩和ケア研修会開催実績（令和４年度） 

開 催 回 主 催 病 院 受講者数 

第 110 回 大崎市民病院 31 名 

第 111 回 仙台厚生病院 12 名 

第 112 回 東北医科薬科大学 19 名 

第 113 回 東北労災病院 17 名 

第 114 回 みやぎ県南中核病院 9 名 

第 115 回 仙台医療センター 26 名 

第 116 回 宮城県立がんセンター 6 名 

第 117 回 石巻赤十字病院 23 名 

第 118 回 東北大学病院 35 名 

写真提供：宮城県立がんセンター 

県内において、令和４（2022）年度末時点で緩和ケア研修を修了した医療従事者数

は 2,106 名で、着実に増加しています。 

 

しかし、がん医療に携わる全ての医療従事者の修了は未達成であり、今後、一層の受

講促進が求められています。また、研修会の内容や形式について課題があり、患者の視

点や遺族調査等の結果を取り入れること、主治医と専門的な緩和ケア部門との連携方

法をプログラムに入れること及び地域の医師も受講しやすいよう利便性を改善するこ

とが求められています。 

 

２　取組の方向性
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（８） 生殖機能温存療法について

11  現現状状とと課課題題  

がん治療によって主に卵巣、精巣等の機能に影響を及

ぼし、生殖機能が低下することは、将来こどもを産み育

てることを望む小児・ＡＹＡ世代のがん患者にとって大

きな課題です。 

 

生殖機能温存療法として、胚（受精卵）、未受精卵子、

卵巣組織、精子を採取し長期的に凍結保存することは、

高額な自費診療であり、がん患者等にとって経済的負担

となっていたことから、県は、令和 2（2020）年度から

宮城県がん患者生殖機能温存治療費等助成事業を開始

し、治療費及びカウンセリング費用の一部を助成してい

ます。 

 

また、令和 4（2022）年度からは、がん患者等で生殖

機能温存療法を行った者が、その後、妊娠を希望する際

に凍結保存した検体を用いる生殖補助医療（温存後生殖

補助医療）も治療費助成の対象となっています。 

○ 生殖機能を採取し、長期的に凍結保存することは、高額な自費診療 

であり、がん患者等にとって経済的負担となっている 

〇 がん治療が生殖機能に与える影響について、がん患者や家族へ情報提供する体制

を引き続き整備 

〇 生殖機能温存治療費等に係る治療費用の一部を助成 

〇 がん・生殖医療に関する情報・相談支援を継続的に提供できる体制の整備が必要 

生殖機能温存治療費等助成件数は、令和 2（2020）年度が 19 件、令和 3（2021）年度

が 20 件、令和 4（2022）年度は 32 件と、年々増加しております。また、温存後生殖補

助医療費助成件数は、令和 4（2022）年度は、5 件でした。 

  

がん治療を行う各診療科と生殖機能温存治療を行う産婦人科の専門職が、互いの機能や

役割を理解して患者へ情報提供を行うため、県内の医療機関全体をつなぐ宮城県がん・生

殖医療ネットワークを形成し、必要な情報が患者に行き届く体制が整備されています。 

 

さらには、がん治療前だけでなく、がん治療後も長期間にわたって、がん・生殖医療に

関する情報・相談支援を継続的に提供できる体制の整備が求められています。 

（８）　生殖機能温存療法について

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題
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２ 取組の方向性 

県は、がん治療が生殖機能に与える影響について、がん患者や家族へ情報提供する体制

を引き続き整備するとともに、国の事業内容を踏まえながら、引き続き、生殖機能温存治

療が必要ながん患者への経済的な負担の軽減に努めてまいります。 

 

 がん治療及び生殖機能温存治療を行う医療機関は、必要な情報が患者に行き届くよう、

引き続き、宮城県がん・生殖ネットワークを中心に連携していきます。 

コラム⑪ 「宮城県がん・生殖医療ネットワークとは」 

医学が進歩し、がんや自己免疫疾患などの治療成績が向上しましたが、治療の副

作用によって将来妊娠できる可能性(妊孕性)が損なわれることが問題となってい

ます。 

 

妊孕性温存目的に、がんや自己免疫疾患の治療前に配偶子（卵子・精子）や受精

卵を凍結保存しておく方法があります。 

 

「宮城県がん・生殖医療ネットワーク」は、がんや自己免疫疾患の治療を行う施

設と生殖医療施設が円滑に連携をとり、患者さんに妊孕性温存について正しい情報

を提供し、迅速かつ適切に原疾患に対する治療とともに妊孕性温存治療が行われる

ことを目的に設立されました。 

宮城県がん・生殖医療ネットワークの HP 

https://www.ob-gy.med.tohoku.ac.jp/miyagi-c_rt/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 生殖機能温存療法について

11  現現状状とと課課題題  

がん治療によって主に卵巣、精巣等の機能に影響を及

ぼし、生殖機能が低下することは、将来こどもを産み育

てることを望む小児・ＡＹＡ世代のがん患者にとって大

きな課題です。 

 

生殖機能温存療法として、胚（受精卵）、未受精卵子、

卵巣組織、精子を採取し長期的に凍結保存することは、

高額な自費診療であり、がん患者等にとって経済的負担

となっていたことから、県は、令和 2（2020）年度から

宮城県がん患者生殖機能温存治療費等助成事業を開始

し、治療費及びカウンセリング費用の一部を助成してい

ます。 

 

また、令和 4（2022）年度からは、がん患者等で生殖

機能温存療法を行った者が、その後、妊娠を希望する際

に凍結保存した検体を用いる生殖補助医療（温存後生殖

補助医療）も治療費助成の対象となっています。 

○ 生殖機能を採取し、長期的に凍結保存することは、高額な自費診療 

であり、がん患者等にとって経済的負担となっている 

〇 がん治療が生殖機能に与える影響について、がん患者や家族へ情報提供する体制

を引き続き整備 

〇 生殖機能温存治療費等に係る治療費用の一部を助成 

〇 がん・生殖医療に関する情報・相談支援を継続的に提供できる体制の整備が必要 

生殖機能温存治療費等助成件数は、令和 2（2020）年度が 19 件、令和 3（2021）年度

が 20 件、令和 4（2022）年度は 32 件と、年々増加しております。また、温存後生殖補

助医療費助成件数は、令和 4（2022）年度は、5 件でした。 

  

がん治療を行う各診療科と生殖機能温存治療を行う産婦人科の専門職が、互いの機能や

役割を理解して患者へ情報提供を行うため、県内の医療機関全体をつなぐ宮城県がん・生

殖医療ネットワークを形成し、必要な情報が患者に行き届く体制が整備されています。 

 

さらには、がん治療前だけでなく、がん治療後も長期間にわたって、がん・生殖医療に

関する情報・相談支援を継続的に提供できる体制の整備が求められています。 

２　取組の方向性

column ⑪　「宮城県がん・生殖医療ネットワークとは」
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11  現現状状とと課課題題  

希少がん、難治がんについては、法第 19 条第 2 項に「罹患している者の少ないがん及び

治癒が特に困難であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるものとする。」

と明記される等、更なる対策が求められています。 

 

希少がんについては、国において、国立がん研究センターを、希少がん医療を統括する希

少がん中央機関として位置づけ診断支援や専門施設の整備等が進められています。 

 

また、膵がんをはじめとした、いわゆる難治がんは、治療成績の向上が課題として指摘さ

れており、適切な医療機関を受診できる体制構築が求められています。 

 

希少がん及び難治がんにおいては、治療薬の候補が見つかっても保険診療下で使用できる

薬が少ない、参加可能な治験が少ない等、薬剤アクセスの改善が課題となっており、国にお

いて治験の実施を促進する方策を検討するとともに、希少がん中央機関、拠点病院等、小児

がん拠点病院、関係学会及び企業等と連携した研究開発を推進することとしています。 

 

また、平成 29（2017）年より国立がん研究センターにおいて、一部の希少がんの各地域

における診療実績を公開しており、県内では、東北大学病院の情報が公開されています。 

２２  取取組組のの方方向向性性  

県は、患者やその家族等への情報提供の更なる推進のため、宮城県がん診療連携協議会や

東北大学病院が運営する「がん情報みやぎ」と連携しながら、患者やその家族等の目線に立

った分かりやすい情報提供を推進します。 

 
拠点病院等や小児がん拠点病院、国立がん研究センター等は、希少がんに関する情報の発

信、希少がんコンサルテーション体制の整備による診断支援等を通じた正確・迅速な病理診

断を提供する体制の整備を推進します。 

 

拠点病院等は、東北大学病院が実施する医師主導治験や、患者申出療養に円滑に紹介する

医療機関連携を強化します。 

２ 希少がん、難治がん対策（それぞれのがんの特性に応じた対策）

出典：国立がん研究センターがん情報サービスの HP 

https://hospdb.ganjoho.jp/rarespecialhosp/index.html 

 

２　希少がん、難治がん対策（それぞれのがんの特性に応じた対策）

２　取組の方向性

１　現状と課題
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11  現現状状とと課課題題  

３ 小児がん及びＡＹＡ世代のがん対策

〇 小児がん拠点病院等を中心とした小児がん医療の提供体制の整備推進 

〇 成人移行期医療・長期フォローアップの推進 

○ 小児がん拠点病院等と地域の医療機関等との連携を含め、地域の実情に応じた 

小児・ＡＹＡ世代のがん医療提供体制の整備が引き続き必要 

○ 成人移行期医療の体制整備と患者の自律（自立）支援 

がんは、小児及びＡＹＡ世代の病死の主な原因の 1 つですが、多種多様ながん種を多く含む

ことや、成長発達の過程においても、乳幼児から小児期、活動性の高い思春期・若年成人世代

といった特徴あるライフステージで発症することから、これらの世代のがんは、成人の希少が

んとは異なる対策が求められています。 

そこで、小児がん拠点病院と連携病院や地域の医療機関等とともに、小児がん経験者の就学・

就労を含めた社会的問題に対応できるような支援体制を整備し、小児がんの患者やその家族を

支える取組が必要です。 

 

また、小児期から成人期への成人移行期にある慢性疾病の患者に対して、成人期以降に発症

する疾患を併発した場合に、小児診療科のみで適切な医療を提供できるか懸念があります。一

方で、成人診療科では、先天性心疾患等小児期特有の疾患の診療に必要な知識や臨床経験を積

む機会が限られており、馴染みの薄い領域となっており、課題となっています。 

 

成人移行期は、小児から成人に向かって自立の準備を整えていく重要な時期で、患者にとっ

てはこの時期に自身の疾病を理解し、自己決定をするための準備を整えることにより、成人期

医療への円滑な移行の促進が期待されます。しかし、現状においては、小児医療では「患者本

人」でなく「患者の保護者」の意向により医療が提供される傾向にあり、自力で身を立てる「自

立性」とともに疾病の治療方針に対して自己決定する「自律性」を育てるための支援が十分に

なされていない場合があり、成人期医療の場で円滑な医療の実施に支障を来すなどの課題もあ

ります。 

 

また、教育現場や職域等に小児がんに関する正しい情報を発信することにより、小児がん患

者と家族が治療中のみならず治療後も安心して暮らせる社会を構築していく必要があります。 

【【ＡＡＹＹＡＡ世世代代】】  

ＡＹＡ世代とは、Adolescent＆Young Adult（思春期・若年成人）のことをいい、15 歳から 39 歳 

の患者さんが対象になります。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

11  現現状状とと課課題題  

希少がん、難治がんについては、法第 19 条第 2 項に「罹患している者の少ないがん及び

治癒が特に困難であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるものとする。」

と明記される等、更なる対策が求められています。 

 

希少がんについては、国において、国立がん研究センターを、希少がん医療を統括する希

少がん中央機関として位置づけ診断支援や専門施設の整備等が進められています。 

 

また、膵がんをはじめとした、いわゆる難治がんは、治療成績の向上が課題として指摘さ

れており、適切な医療機関を受診できる体制構築が求められています。 

 

希少がん及び難治がんにおいては、治療薬の候補が見つかっても保険診療下で使用できる

薬が少ない、参加可能な治験が少ない等、薬剤アクセスの改善が課題となっており、国にお

いて治験の実施を促進する方策を検討するとともに、希少がん中央機関、拠点病院等、小児

がん拠点病院、関係学会及び企業等と連携した研究開発を推進することとしています。 

 

また、平成 29（2017）年より国立がん研究センターにおいて、一部の希少がんの各地域

における診療実績を公開しており、県内では、東北大学病院の情報が公開されています。 

２２  取取組組のの方方向向性性  

県は、患者やその家族等への情報提供の更なる推進のため、宮城県がん診療連携協議会や

東北大学病院が運営する「がん情報みやぎ」と連携しながら、患者やその家族等の目線に立

った分かりやすい情報提供を推進します。 

 
拠点病院等や小児がん拠点病院、国立がん研究センター等は、希少がんに関する情報の発

信、希少がんコンサルテーション体制の整備による診断支援等を通じた正確・迅速な病理診

断を提供する体制の整備を推進します。 

 

拠点病院等は、東北大学病院が実施する医師主導治験や、患者申出療養に円滑に紹介する

医療機関連携を強化します。 

２ 希少がん、難治がん対策（それぞれのがんの特性に応じた対策）

出典：国立がん研究センターがん情報サービスの HP 

https://hospdb.ganjoho.jp/rarespecialhosp/index.html 

 

３　小児がん及びＡＹＡ世代のがん対策
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２２  取取組組のの方方向向性性  

県は、小児がん拠点病院等と、拠点病院等や地域の医療機関等との連携を含め、地域の実情

に応じた小児・ＡＹＡ世代のがん医療提供体制を整備するとともに、診療科横断的、施設横断

的、地域横断的な取組を推進します。 

 

また、成人移行期にある小児慢性特定疾病等の患者に対応できる成人診療科への連携を円滑

に行うため、各地域・各領域で対応可能な成人期の診療科・医療機関の情報を把握・公表する

とともに、成人移行支援が必要な小児慢性特定疾病患者等に係る相談に対応し、これら診療科・

医療機関間の調整等を行うなど、成人移行支援の拠点的役割を担う機関（成人移行支援センタ

ー）の早期の設置・運営を目指します。 

 

県は、成人移行支援に関する医療従事者向けガイドを、医療従事者が活用できるよう提供に

取り組みます。 

 

医療従事者向けガイドや患者向け成人移行支援ツール等を活用し、患者自身が疾病について

の理解を深め、患者自身の意思で医療を決定するなど、患者の自律（自立）を促進するため、

成人移行支援の拠点的役割を担う機関（成人移行支援センター）では、小児慢性特定疾病等の

患者及び家族や、自律（自立）支援を行う診療科・医療機関に対する支援体制の充実を図りま

す。 

 

小児がん拠点病院等は、自施設の診療実績、診療機能や、他の医療機関との連携体制等につ

いて、患者やその家族等の目線に立った分かりやすい情報提供に取り組みます。 

 

小児がん拠点病院や小児がん連携病院、「小慢さぽーとせんたー」は、小児・ＡＹＡ世代の

がん患者の長期フォローアップについて、晩期合併症への対応、保育・教育・就労・自立・心

理的課題に関する支援を含め、ライフステージに応じて成人診療科と連携した切れ目のない支

援の体制整備を推進します。 

 

 

 

ＡＹＡ世代のがんについて、がん診療連携拠点病院や小児がん拠点病院等とともに、ＡＹ

Ａ世代のがんの治療とともに、学業の継続や就労支援、仕事と治療との両立、妊孕性などの

社会的問題に対応できるような支援体制を整備し、ＡＹＡ世代のがん患者やその家族を支え

る取組が必要です。 

 

小児がん拠点病院は、窓口の充実と周知を図り、オンライン相談などの手段を整備し、広

報が必要です。 

 

【【小小慢慢ささぽぽーーととせせんんたたーー】】  

小児慢性特定疾病を持った児童等やその家族の、日常生活上での悩みや不安などに対応する相談窓

口です。小児慢性特定疾病児童等自立支援事業により、宮城県と仙台市が共同で東北大学病院へ委託

しているものです。 

小慢さぽーとせんたーの HP 

https://www.ped.med.tohoku.ac.jp/syousapo/lecture/ 
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コラム⑫ 「小児がん拠点病院・小児がん連携病院について」 

小児がん連携病院は、小児がん患者とその家族等が安心して適切な医療や支援

を受けられるよう、「小児がん拠点病院等の整備に関する指針」に基づき、小児

がん拠点病院が指定する病院です。  

全国に 15 か所の小児がん拠点病院及び２か所の小児がん中央機関が指定され

ており、診療の一部集約化と小児がん拠点病院を中心としたネットワークによる

診療体制の構築が進められてきました。東北ブロックの小児がん拠点病院は、東

北大学病院が指定されています。  

小児がん連携病院は、地域の質の高い小児がん医療及び支援を提供し、一定程

度の医療資源の集約化を図るため指定された病院で、東北ブロックには９病院あ

ります。県内では、県立こども病院が指定され、地域の小児がん診療を行う病院

及び小児がん患者などの長期の診療体制強化のための連携病院として指定され

ています。 

出典：とうほく小児がんサポートハンドブック（初版 令和 3（2021）年 3 月発行） 

※ 令和 5 年度から岩手県立中部病院は小児がん連携病院から外れています。 

     また、区分については、旧区分になっています。 

とうほく小児がんサポートハンドブックから 

https://www.ped-onc.hosp.tohoku.ac.jp/document/conference/document_booklet_index.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２２  取取組組のの方方向向性性  

県は、小児がん拠点病院等と、拠点病院等や地域の医療機関等との連携を含め、地域の実情

に応じた小児・ＡＹＡ世代のがん医療提供体制を整備するとともに、診療科横断的、施設横断

的、地域横断的な取組を推進します。 

 

また、成人移行期にある小児慢性特定疾病等の患者に対応できる成人診療科への連携を円滑

に行うため、各地域・各領域で対応可能な成人期の診療科・医療機関の情報を把握・公表する

とともに、成人移行支援が必要な小児慢性特定疾病患者等に係る相談に対応し、これら診療科・

医療機関間の調整等を行うなど、成人移行支援の拠点的役割を担う機関（成人移行支援センタ

ー）の早期の設置・運営を目指します。 

 

県は、成人移行支援に関する医療従事者向けガイドを、医療従事者が活用できるよう提供に

取り組みます。 

 

医療従事者向けガイドや患者向け成人移行支援ツール等を活用し、患者自身が疾病について

の理解を深め、患者自身の意思で医療を決定するなど、患者の自律（自立）を促進するため、

成人移行支援の拠点的役割を担う機関（成人移行支援センター）では、小児慢性特定疾病等の

患者及び家族や、自律（自立）支援を行う診療科・医療機関に対する支援体制の充実を図りま

す。 

 

小児がん拠点病院等は、自施設の診療実績、診療機能や、他の医療機関との連携体制等につ

いて、患者やその家族等の目線に立った分かりやすい情報提供に取り組みます。 

 

小児がん拠点病院や小児がん連携病院、「小慢さぽーとせんたー」は、小児・ＡＹＡ世代の

がん患者の長期フォローアップについて、晩期合併症への対応、保育・教育・就労・自立・心

理的課題に関する支援を含め、ライフステージに応じて成人診療科と連携した切れ目のない支

援の体制整備を推進します。 

 

 

 

ＡＹＡ世代のがんについて、がん診療連携拠点病院や小児がん拠点病院等とともに、ＡＹ

Ａ世代のがんの治療とともに、学業の継続や就労支援、仕事と治療との両立、妊孕性などの

社会的問題に対応できるような支援体制を整備し、ＡＹＡ世代のがん患者やその家族を支え

る取組が必要です。 

 

小児がん拠点病院は、窓口の充実と周知を図り、オンライン相談などの手段を整備し、広

報が必要です。 

 

【【小小慢慢ささぽぽーーととせせんんたたーー】】  

小児慢性特定疾病を持った児童等やその家族の、日常生活上での悩みや不安などに対応する相談窓

口です。小児慢性特定疾病児童等自立支援事業により、宮城県と仙台市が共同で東北大学病院へ委託

しているものです。 

小慢さぽーとせんたーの HP 

https://www.ped.med.tohoku.ac.jp/syousapo/lecture/ 
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11  現現状状とと課課題題  

２２  取取組組のの方方向向性性  

拠点病院等やがん診療を行う一般の病院は、国の動向を踏まえ、高齢者の併存疾患に関す

る診療科との連携を強化し、チーム医療体制の整備を図るとともに、拠点病院等と地域の医

療機関、介護保険施設などの関係機関との連携体制や治療前の機能評価の導入など、高齢者

の診療体制の整備を推進します。 

 

拠点病院等は、高齢のがん患者やその家族等の療養生活を支えるための体制を整備しま

す。 

 

拠点病院等は、多様なニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）」

養成プランにより、腫瘍循環器学、腫瘍腎臓学、老年腫瘍学などのがん関連学際領域にも精

通した人材の育成を推進します。 

○ 今後、がん患者に占める高齢者の割合が増えることから、高齢のがん 

患者へのケアが必要 

〇 拠点病院等、がん診療を行う一般の病院、診療所及び介護施設等との連携    

と患者やその家族等の療養生活を支えるための体制整備 

４ 高齢者のがんについて

県内では、人口の高齢化が進んでおり、令和 12（2030）年には、65 歳以上の高齢者の数

が 709 千人（全人口の 33.1％）に達すると推計されています。また、今後、がん患者に占

める高齢者の割合が増えることから、高齢のがん患者へのケアの必要性が増すとの指摘もあ

ります。 

 

高齢者のがんについては、全身状態や併存疾患を加味して、標準的治療の適応とならない

場合等がありますが、こうした判断は、医師の裁量に任されていることが課題とされていま

す。 

 

また、全ての拠点病院等において、患者や家族に対し、必要に応じて、ACP を含めた意思

決定支援を提供できる体制を整備しているほか、市民公開講座等にて、高齢者の意思決定に

係る普及啓発を実施していく必要があります。 

 

 

現状と課題

施策の方向性

４　高齢者のがんについて

２　取組の方向性
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11  現現状状とと課課題題  

がん研究により、がん医療に係る医薬品（診断薬を含む。）、医療機器及び医療技術の開

発が進み、それらの速やかな医療実装が求められています。  

  

しかし、諸外国では承認されているものの国内において未承認の医薬品が増加している

など、小児がんや希少がん領域に留まらない薬剤アクセスの改善が課題とされています。 

  

拠点病院等において、治験も含めた医薬品等の臨床研究、先進医療、患者申出療養等に

関する適切な情報提供や、必要に応じて適切な医療機関に患者を紹介するなど、がん患者

に対する情報提供体制の充実に取り組んできました。  

 

本県では、治験実施可能施設が少なく、都道府県拠点病院などに限られ、治験実施可能

施設を整備する必要があります。 

２２  取取組組のの方方向向性性  

拠点病院等は、患者に対し、臨床研究等の適切

な実施及び情報提供を行うとともに、必要に応じ

て適切な医療機関を紹介します。  

 

 都道府県拠点病院は、治験実施可能施設を整備

するよう努めます。 

５ 新規医薬品、医療機器及び医療技術の速やかな医療実装

写真提供：宮城県立がんセンター 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11  現現状状とと課課題題  

２２  取取組組のの方方向向性性  

拠点病院等やがん診療を行う一般の病院は、国の動向を踏まえ、高齢者の併存疾患に関す

る診療科との連携を強化し、チーム医療体制の整備を図るとともに、拠点病院等と地域の医

療機関、介護保険施設などの関係機関との連携体制や治療前の機能評価の導入など、高齢者

の診療体制の整備を推進します。 

 

拠点病院等は、高齢のがん患者やその家族等の療養生活を支えるための体制を整備しま

す。 

 

拠点病院等は、多様なニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）」

養成プランにより、腫瘍循環器学、腫瘍腎臓学、老年腫瘍学などのがん関連学際領域にも精

通した人材の育成を推進します。 

○ 今後、がん患者に占める高齢者の割合が増えることから、高齢のがん 

患者へのケアが必要 

〇 拠点病院等、がん診療を行う一般の病院、診療所及び介護施設等との連携    

と患者やその家族等の療養生活を支えるための体制整備 

４ 高齢者のがんについて

県内では、人口の高齢化が進んでおり、令和 12（2030）年には、65 歳以上の高齢者の数

が 709 千人（全人口の 33.1％）に達すると推計されています。また、今後、がん患者に占

める高齢者の割合が増えることから、高齢のがん患者へのケアの必要性が増すとの指摘もあ

ります。 

 

高齢者のがんについては、全身状態や併存疾患を加味して、標準的治療の適応とならない

場合等がありますが、こうした判断は、医師の裁量に任されていることが課題とされていま

す。 

 

また、全ての拠点病院等において、患者や家族に対し、必要に応じて、ACP を含めた意思

決定支援を提供できる体制を整備しているほか、市民公開講座等にて、高齢者の意思決定に

係る普及啓発を実施していく必要があります。 

 

 

１　現状と課題

２　取組の方向性

５　新規医薬品、医療機器及び医療技術の速やかな医療実装
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第４章 分野別施策

第３節 がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

11  現現状状とと課課題題  

（１） 相談支援について

１ 相談支援及び情報提供

〇 拠点病院等のがん相談支援センター及びがん相談窓口の利用促進 

〇 病院や地域において患者会・サロン等が開催され、がん経験者からの情報提供等

が得られる体制整備 

〇 ピアサポーターが育成され、患者会やサロン等にて活動できる体制の整備 

○ 拠点病院等のがん相談支援センター及びがん相談窓口業務の更なる充実と周知 

○ 患者会・サロンのオンラインによる開催や対面の活動再開 

○ ピアサポーターの育成と活動支援 

患者の療養生活が多様化する中で、拠点病院等のがん相談支

援センターが中心となって、患者やその家族等の精神心理的・

社会的な悩みに対応することが求められています。 

 

がん患者本人はもとより、その家族にも動揺・混乱が生じ、

悩みや情報を共有して不安を解消するための機会が必要なこ

とから、患者会・家族会やサロン（以下「患者会等」という。）

のような場の充実が求められております。拠点病院等がん相談

支援センターは、二次医療圏に１か所以上(県内８か所)設置さ

れ、自院の患者だけでなく、他院の患者や、医療機関からの相

談にも対応してきました。 

 

平成 30 年度患者体験調査では、相談支援センターを利用し

たことがあると回答した人のうち、86.9%は役に立つと回答し

ており、利用された方の満足度は高いが、新型コロナウイルス

感染症の影響などにより相談件数やサロン等の参加人数が減

少していることから更なる周知が課題となっています。 

 

写真提供：宮城県立がんセンター 

（１）　相談支援について

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題

１　相談支援及び情報提供

第３節　がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

分野別施策第４章
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２２  取取組組のの方方向向性性  

 拠点病院等は、外来初診時からがん相談支援センター等

の訪問や患者が必要とするときに繰り返し案内を行うな

ど、がん相談支援センターの周知及び利用を促進します。

また、がん相談支援センター等は、すべてのがん患者・家

族、市民が利用できる社会資源であり、施策としても重要

であることから、オンライン等を活用した体制整備を図

り、相談体制のアクセシビリティを向上させていきます。 

 

県内のがん相談窓口をもつ医療機関等は、宮城県がん診

療連携協議会を中心に、相談機能の充実と相談対応の質の

向上を図り、患者や家族等がもつ医療や療養等に対する疑

問や悩み等に関して、適切な相談支援を行えるようにしま

す。 

 

県は、宮城県がん診療連携協議会と連携し、患者会活動

の充実を図るため、「がん患者会・サロンネットワーク み

やぎ」の運営支援を行います。また、ピアサポーターにつ

いて、国が作成した研修プログラムを活用して養成研修を

行うとともに、ピアサポートの普及を図り、拠点病院等に

おけるピアサポーターとの連携協力体制やがん教育等の

外部講師派遣等の構築を推進します。 

第３期計画 指標 ベースライン値 現況値 

拠点病院相談支援センターの年間相談件数 11,894 件 *1 6,793 件 *4 

拠点病院以外の相談窓口を含めた年間相談件数 14,609 件 *1 7,989 件 *4 

サロン等の開催箇所数 36 ヶ所 *2 8 ヶ所 *5 

サロン等の年間延べ開催回数 822 回 *2 270 回 *5 

ピアサポーター養成研修延受講者数 92 人 *2 153 人 *6 

ピアサポーターが活動する拠点病院 

参考）ピアサポーターや患者団体と連携する拠点病院 

2 機関 *3 

 

2 機関 *7 

8 機関 *8 

《図表 4-3-1》各相談件数等（県） 

出典： *1 H27 がん診療連携協議会患者相談部会調査 *2 H29 宮城県健康推進課調べ  

*3 H27 がん診療連携拠点病院等現況報告書  *4 R3 宮城県がん診療連携協議会患者相談部会調査   

*5 R3 健康推進課調べ            *6 R4 健康推進課調べ  
*7 R1 がん診療連携拠点病院等現況報告書   *8 R4 がん診療連携拠点病院等現況報告書 

 

患者会等の充実として、県では「がん患者会・サロンネットワーク みやぎ」の活動を

支援してきました。新型コロナウイルス感染症の流行拡大で、多くの患者会等が休止と

なりましたが、加入団体が令和 5（2023）年 9 月現在 31 団体となり、平成 29（2017）

年度の 25 団体から 6 団体増加し、同じがんの患者経験者による情報提供や体験共有が

できる患者会等の重要性が浮き彫りになりました。 

がん患者会・サロンネットワーク みやぎ 

HP（宮城県がん総合支援センター） 

https://miyagi-gansupport.com/network/ 

【【ピピアアササポポーートト】】  

「ピアサポート」とは、同じ体験をした仲間（ピア）が相互に助けあう（サポート）ことです。「体験を

共有し、ともに考える」ことを目的とし、がん患者さんやそのご家族などを支援していく活動のことをい

います。また、ピアサポーターとはピアサポートを提供する人のことをさします。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第４章 分野別施策

第３節 がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

11  現現状状とと課課題題  

（１） 相談支援について

１ 相談支援及び情報提供

〇 拠点病院等のがん相談支援センター及びがん相談窓口の利用促進 

〇 病院や地域において患者会・サロン等が開催され、がん経験者からの情報提供等

が得られる体制整備 

〇 ピアサポーターが育成され、患者会やサロン等にて活動できる体制の整備 

○ 拠点病院等のがん相談支援センター及びがん相談窓口業務の更なる充実と周知 

○ 患者会・サロンのオンラインによる開催や対面の活動再開 

○ ピアサポーターの育成と活動支援 

患者の療養生活が多様化する中で、拠点病院等のがん相談支

援センターが中心となって、患者やその家族等の精神心理的・

社会的な悩みに対応することが求められています。 

 

がん患者本人はもとより、その家族にも動揺・混乱が生じ、

悩みや情報を共有して不安を解消するための機会が必要なこ

とから、患者会・家族会やサロン（以下「患者会等」という。）

のような場の充実が求められております。拠点病院等がん相談

支援センターは、二次医療圏に１か所以上(県内８か所)設置さ

れ、自院の患者だけでなく、他院の患者や、医療機関からの相

談にも対応してきました。 

 

平成 30 年度患者体験調査では、相談支援センターを利用し

たことがあると回答した人のうち、86.9%は役に立つと回答し

ており、利用された方の満足度は高いが、新型コロナウイルス

感染症の影響などにより相談件数やサロン等の参加人数が減

少していることから更なる周知が課題となっています。 

 

写真提供：宮城県立がんセンター 

２　取組の方向性
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11  現現状状とと課課題題  

２２  取取組組のの方方向向性性  

（２） 情報提供について

県は、がん患者やその家族のみならず、県民が必要とする情報を得られるよう、宮城県が

ん診療連携協議会や東北大学病院が運営する「がん情報みやぎ」と連携し、がんに関する情

報の発信を推進します。 

 

拠点病院等及びがん診療を行う一般の病院は、患者や家族が、治験や臨床試験等の情報に

容易にアクセスできるように、個々の患者の状況に応じた患者や家族への情報提供や、ホー

ムページ等の充実により情報提供に努めます。 

がんに関する情報があふれている中で、患者と家族が、その

地域において、必要な情報（治療を受けられる医療機関、がん

の症状・治療・費用、民間団体や患者団体等の活動等）にアク

セスできるような環境を整備していくことが求められていま

す。宮城県がん診療連携協議会では、療養情報を掲載した「み

やぎがんサポートハンドブック」を作成し、県内のがんの情報

の提供に取り組んできました。また、東北大学病院では、「がん

情報みやぎ」を運営し、総合的にがんに関する情報提供を行っ

てきました。 

 

さらに、県は、関する様々な相談とともに、患者会等の支援・

情報提供等を目的に、地域統括相談支援センター事業を実施し

てきました。 

 

がんに関する情報は、様々な情報が混在しているため、患者

や家族、医療従事者等が必要とする情報を提供できる体制が引

き続き必要であると考えられます。 

 

また、患者や家族に、治験や臨床試験に関する必要な情報が

行き届いていないという指摘があります。 

「がん情報みやぎ」の HP 

https://cancer-miyagi.jp/ 

また、患者や家族に、治験や臨床試験に関する必要な情報が行き届いていないという指摘

があります。 

（参考）その他 

公益財団法人がん研究振興財団のホームページ 

https://www.fpcr.or.jp/ 

 

東北大学病院臨床研究推進センター 臨床研究実

施部門 HP 

https://www.chiken.crieto.hosp.tohoku.ac.jp/ 

 

「がん情報みやぎ」の HP 

がんに関する資料 

 https://cancer-miyagi.jp/data/ 

（２）　情報提供について

１　現状と課題

２　取組の方向性
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11  現現状状とと課課題題  

２２  取取組組のの方方向向性性  

２ 社会連携に基づく緩和ケア等のがん対策・患者支援

○ がん患者の病態・療養の特徴に応じた医療ニーズに柔軟に対応するため、 

在宅医療・介護との連携体制の整備 

○ 在宅における緩和ケアも含めた療養体制の整備 

○ 訪問医療や介護サービス事業所等の連携促進と人材の育成 

がん患者がいつでもどこに居ても、安心して生活し、尊厳を持って生きることのできる地

域共生社会を実現するためには、拠点病院等と地域の医療機関とが連携して取り組む相談支

援、緩和ケア、セカンドオピニオン等の取組を推進し、積極的な患者やその家族等への支援

を実践することが重要です。 

 

拠点病院等は、整備指針に基づき、地域の医療機関や在宅診療所等の医療・介護従事者と

がんに関する医療提供体制や社会的支援のあり方について情報を共有し、役割分担や支援等

について協議し、切れ目のないがん医療を提供するための体制整備を進めてきました。 

 

しかし、拠点病院等と地域の医療機関とが連携して取り組む相談支援、緩和ケア、セカン

ドオピニオン等については、地域間で取組に差があるとの指摘があります。 

 

令和３（2021）年８月より、がんの薬物療法に係る専門性を有する薬剤師が配置し、拠点

病院等の専門医療機関や薬局等の関係機関と連携してがん等の専門的な薬学管理に対応でき

る薬局を、都道府県が認定する「専門医療機関連携薬局」制度が開始され、宮城県内には６

か所認定されています。 

 

がん患者がニーズに応じて利活用できる機関としては、医療機関以外にも、地域統括相談

支援センター及び地域包括支援センター等が設置されていますが、がん患者の状況に応じて

適切な機関につなげるなど、医療機関及び各支援センター等が連携して対応することが求め

られています。 

拠点病院等は、地域の実情に応じた患者支援体制の構築のため、宮城県がん診療連携協議会

において、セカンドオピニオンを受けられる医療機関や、緩和ケア及び在宅医療等へのアクセ

スに関する情報提供の在り方について検討していきます。 

 

拠点病院等は引き続き、在宅での療養生活を希望するがん患者が安心して在宅医療を選択で

きるような医療提供体制を整備するため、地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会等と協働して、

在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、歯科医院、専門医療機関連携薬局及び訪問看護ステ

ーション等の医療・介護従事者を対象とした緩和ケアや看取りの研修等を実施します。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11  現現状状とと課課題題  

２２  取取組組のの方方向向性性  

（２） 情報提供について

県は、がん患者やその家族のみならず、県民が必要とする情報を得られるよう、宮城県が

ん診療連携協議会や東北大学病院が運営する「がん情報みやぎ」と連携し、がんに関する情

報の発信を推進します。 

 

拠点病院等及びがん診療を行う一般の病院は、患者や家族が、治験や臨床試験等の情報に

容易にアクセスできるように、個々の患者の状況に応じた患者や家族への情報提供や、ホー

ムページ等の充実により情報提供に努めます。 

がんに関する情報があふれている中で、患者と家族が、その

地域において、必要な情報（治療を受けられる医療機関、がん

の症状・治療・費用、民間団体や患者団体等の活動等）にアク

セスできるような環境を整備していくことが求められていま

す。宮城県がん診療連携協議会では、療養情報を掲載した「み

やぎがんサポートハンドブック」を作成し、県内のがんの情報

の提供に取り組んできました。また、東北大学病院では、「がん

情報みやぎ」を運営し、総合的にがんに関する情報提供を行っ

てきました。 

 

さらに、県は、関する様々な相談とともに、患者会等の支援・

情報提供等を目的に、地域統括相談支援センター事業を実施し

てきました。 

 

がんに関する情報は、様々な情報が混在しているため、患者

や家族、医療従事者等が必要とする情報を提供できる体制が引

き続き必要であると考えられます。 

 

また、患者や家族に、治験や臨床試験に関する必要な情報が

行き届いていないという指摘があります。 

「がん情報みやぎ」の HP 

https://cancer-miyagi.jp/ 

また、患者や家族に、治験や臨床試験に関する必要な情報が行き届いていないという指摘

があります。 

（参考）その他 

公益財団法人がん研究振興財団のホームページ 

https://www.fpcr.or.jp/ 

 

東北大学病院臨床研究推進センター 臨床研究実

施部門 HP 

https://www.chiken.crieto.hosp.tohoku.ac.jp/ 

 

「がん情報みやぎ」の HP 

がんに関する資料 

 https://cancer-miyagi.jp/data/ 

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題

２　社会連携に基づく緩和ケア等のがん対策・患者支援

２　取組の方向性
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11  現現状状とと課課題題  

（１） 就労支援・両立支援について

３ がん患者等の社会的な問題への対策（サバイバーシップ支援）

〇 治療と仕事との両立や就労に関する相談支援の推進 

〇 外見の変化に起因するがん患者の苦痛の軽減・相談支援 

〇 がんに対する正しい知識の普及とがん患者への理解に対する普及啓発 

○ 治療を始める前からの医療機関からの患者への情報提供と職場における支援 

○ がん治療に伴う外見（アピアランス）の変化に対する患者の苦痛 

県内においては、年間で 20 歳から 64 歳までの約 4,600 人ががんに罹患しており、新た

にがんと診断された方のうち、4 人に 1 人が就労可能年齢でがんに罹患しています。また、

がん医療の進歩とともに、がん患者・経験者が長期生存し、働きながらがん治療が受けら

れる可能性が高まっています。 

 

拠点病院等のがん相談支援センターでは、ハローワークと連携した定期的な就労相談や

社会保険労務士の相談を実施するとともに、両立支援コーディネーター研修を受講した相

談員の配置を進めてきました。 

 

平成 30 年度患者体験調査では、がんと診断されたときに、収入のある仕事をしていた

と答えた人は全体の 44.2％でそのうち、「退職・廃業した」人は 19.8％でした。仕事と治

療の両立は、治療を始める前からの医療機関からの患者への情報提供とともに、職場にお

ける就労継続できる支援も重要と考えられます。 

    

厚生労働省の令和 4（2022）年「労働安全衛生調査（実態調査）」の概況によれば、傷病

（がん、糖尿病等の私傷病）を抱えた何らかの配慮を必要とする労働者に対して、治療と

仕事を両立できるような取組がある事業所の割合は 58.8％（令和 3（2021）年調査 41.1％）

となっています。 

 

宮城労働局を事務局とした「地域両立支援推進チーム」が設置され、県内の関係者のネ

ットワーク化が図られ、宮城産業保健総合支援センターでは、「事業場における治療と仕事

の両立支援のためのガイドライン」の活用周知や中小企業等における社内制度の導入や教

育等に支援が行われました。 

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題

（１）　就労支援・両立支援について

３　がん患者等の社会的な問題への対策（サバイバーシップ支援）
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２２  取取組組のの方方向向性性  

拠点病院等は、がんによる離職防止や

病状等に合わせた働き方ができるようが

ん患者・経験者やその家族等の就労相談

や両立支援に係る相談体制の充実を図り

ます。 

 

事業主は、従業員等ががんを知り、がん

患者への理解を深め、がん患者が働きや

すい社内風土づくりや治療と仕事を両立

できる環境整備等を推進します。そのた

め、県では、宮城産業保健総合支援センタ

ー、患者団体等の協力を得ながら、がんに

関する知識や制度についての普及啓発を

図ります。 

 

宮城労働局や宮城産業保健総合支援セ

ンター、東北労災病院治療就労両立支援

センターは、再就職・離職防止に向けた支

援を行うとともに、医療機関と協力して、

患者・事業主間の職場における治療と仕

事の両立に向けた調整等を行うととも

に、事業主の治療と仕事の両立に係る制

度づくりを推進します。 

【【両両立立支支援援ココーーデディィネネーータターー】】  

両立支援コーディネーターとは、治療と仕事の両立に向けて、支援対象者、主治医、会社・産業医などのコミ

ュニケーションが円滑に行われるよう支援する者とされています。 

支援対象者が治療と仕事を両立できるよう、それぞれの立場に応じた支援の実施及び両立支援に関わる関係者

との調整を行うことがその役割として求められています。 

労働者健康安全機構が開催する基礎研修を受講する必要がありますが、宮城県では令和 5（2023）年 3 月現在

546 名が受講済です。(出典：独立行政法人労働者健康安全機構労災疾病当医学研究普及サイト) 

 

【【宮宮城城県県地地域域両両立立支支援援推推進進チチーームム】】  

がんなどの病気を抱える労働者や求職者が、治療をしながら普通に仕事と両立ができる社会を目指すことを目

的に、宮城労働局が事務局となり、宮城県における、使用者団体、労働組合、社労士会、医師会、地域の中核医

療機関の両立支援部署、行政機関、民間団体等において両立支援に取り組む関係者で構成する関係者のネットワ

ークを構築、両立支援の取組の連携を図ることを目的とした組織のことです。 
 

県では、「がん啓発及びがん検診の受診率向上に向けた包括的連携に関する協定」を締

結した企業・団体と連携して、がんに関するセミナー等の開催や、働く人のがん教育とし

て、宮城産業保健総合支援センターの協力で出前講座を実施しました。 

 

がんになっても自分らしく活き活きと働き、安心して暮らせる社会の構築が重要となっ

ており、がん患者の離職防止や再就職のため、医療機関や企業、都道府県、公共職業安定

所及び宮城産業保健総合支援センター等の有機的な連携により、就労支援を充実させてい

くことが強く求められています。 

 

   

労働者健康安全機構 労災疾病等医学研究普及サイト HP 

両立支援コーディネーター基礎研修 受講者数 

https://www.research.johas.go.jp/ryoritsucoo/jyukosha.html 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11  現現状状とと課課題題  

（１） 就労支援・両立支援について

３ がん患者等の社会的な問題への対策（サバイバーシップ支援）

〇 治療と仕事との両立や就労に関する相談支援の推進 

〇 外見の変化に起因するがん患者の苦痛の軽減・相談支援 

〇 がんに対する正しい知識の普及とがん患者への理解に対する普及啓発 

○ 治療を始める前からの医療機関からの患者への情報提供と職場における支援 

○ がん治療に伴う外見（アピアランス）の変化に対する患者の苦痛 

県内においては、年間で 20 歳から 64 歳までの約 4,600 人ががんに罹患しており、新た

にがんと診断された方のうち、4 人に 1 人が就労可能年齢でがんに罹患しています。また、

がん医療の進歩とともに、がん患者・経験者が長期生存し、働きながらがん治療が受けら

れる可能性が高まっています。 

 

拠点病院等のがん相談支援センターでは、ハローワークと連携した定期的な就労相談や

社会保険労務士の相談を実施するとともに、両立支援コーディネーター研修を受講した相

談員の配置を進めてきました。 

 

平成 30 年度患者体験調査では、がんと診断されたときに、収入のある仕事をしていた

と答えた人は全体の 44.2％でそのうち、「退職・廃業した」人は 19.8％でした。仕事と治

療の両立は、治療を始める前からの医療機関からの患者への情報提供とともに、職場にお

ける就労継続できる支援も重要と考えられます。 

    

厚生労働省の令和 4（2022）年「労働安全衛生調査（実態調査）」の概況によれば、傷病

（がん、糖尿病等の私傷病）を抱えた何らかの配慮を必要とする労働者に対して、治療と

仕事を両立できるような取組がある事業所の割合は 58.8％（令和 3（2021）年調査 41.1％）

となっています。 

 

宮城労働局を事務局とした「地域両立支援推進チーム」が設置され、県内の関係者のネ

ットワーク化が図られ、宮城産業保健総合支援センターでは、「事業場における治療と仕事

の両立支援のためのガイドライン」の活用周知や中小企業等における社内制度の導入や教

育等に支援が行われました。 

２　取組の方向性
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コラム⑬ 「宮城産業保健総合支援センターとは」 

事業者や産業保健スタッフ等を対象に、産業保健関係者からの専門的な相談対応、

産業保健関係者への専門的研修等の実施、治療と仕事の両立支援（①相談対応、②

普及促進のための個別訪問支援、③事業場と患者（労働者）との間の個別調整支援、

④啓発セミナー）メンタルヘルス対策支援、産業保健に関する情報提供等を行って

います。 

 

【治療と仕事の両立支援に係る相談支援】 

両立支援に関する事業者、人事労務担当者、産業保健スタッフ及びがん等患者な

どからの両立支援に関する相談に、面談（要予約）や電話、メール等により対応し

ます。また、がん等で治療中の患者さんで仕事との両立について悩みをお持ちの方

のために、東北労災病院地域医療連携センター内、石巻赤十字病院、仙台厚生病院、

大崎市民病院に相談窓口を開設しています。 

 

column ⑬　「宮城産業保健総合支援センターとは」
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11  現現状状とと課課題題  

がん治療と学業や仕事との両立を可能とし、治

療後も同様の生活を維持していくうえで、治療に

伴う外見変化に対するサポートが求められてい

ます。 

 

市町村では、ウイッグの購入助成を行い、令和

４（2022）年度には県内全市町村で助成制度が設

けられました。助成内容に乳房補正具を加える市

町村もあり、県では助成を行う市町村への補助を

行っています。 

 

拠点病院等においてもアピアランスケアの相

談等を行っており、医療現場におけるサポートが

重要視されています。国では、治療による脱毛や

爪の変化等について医療従事者に相談し、苦痛軽

減できるよう「がん患者に対する質の高いアピア

ランスケアの実装に資する研究」が進められてい

ます。 

２２  取取組組のの方方向向性性  

（２） アピアランスケアについて

がんや、がんの治療に伴う外見変化により、ウ

イッグや乳房補正具等の利用を必要とする方の

支援となるよう、市町村では引き続き、経済的負

担の軽減を行うとともに、県においても市町村

への補助等による支援に努めます。 

 

県及び拠点病院等は、医療現場における質の

高いアピアランスケアの相談支援・情報提供が

図られるよう、国の動向を踏まえて対応してい

きます。 

市町村によるウイッグの購入助成の案内 

（仙台市のホームページから） 

写真提供：石巻赤十字病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム⑬ 「宮城産業保健総合支援センターとは」 

事業者や産業保健スタッフ等を対象に、産業保健関係者からの専門的な相談対応、

産業保健関係者への専門的研修等の実施、治療と仕事の両立支援（①相談対応、②

普及促進のための個別訪問支援、③事業場と患者（労働者）との間の個別調整支援、

④啓発セミナー）メンタルヘルス対策支援、産業保健に関する情報提供等を行って

います。 

 

【治療と仕事の両立支援に係る相談支援】 

両立支援に関する事業者、人事労務担当者、産業保健スタッフ及びがん等患者な

どからの両立支援に関する相談に、面談（要予約）や電話、メール等により対応し

ます。また、がん等で治療中の患者さんで仕事との両立について悩みをお持ちの方

のために、東北労災病院地域医療連携センター内、石巻赤十字病院、仙台厚生病院、

大崎市民病院に相談窓口を開設しています。 

 

１　現状と課題

（２）　アピアランスケアについて

２　取組の方向性
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11  現現状状とと課課題題  

令和 4（2022）年の宮城県の自殺者数は 431 人で、そのうち健康問題が理由となった

割合は全体の約 6 割でした。厚生労働省科学研究費事業の「がん患者の自殺予防プログ

ラムの開発に向けた研究」では、年齢・性別を調整した同じ時期の一般人口と比較した

自死リスクは診断後の期間が短いほど高く、1 か月以内では 4.40 倍とあり、2～3 か月で

は 2.61 倍、4～6 か月では 2.17 倍、7～12 か月では 1.76 倍、13～24 か月では 1.31 倍

となっています。 

 

がん患者の自死は重要な課題であり、複合的な悩みや課題が連鎖の中で追い込まれ、

さらにメンタルヘルスの不調の先に起こるとされていることから、医療従事者等による

自死リスクのある患者への適切な支援が行われる体制整備が必要となります。 

２２  取取組組のの方方向向性性  

（３） がん診断後の自死対策について

拠点病院等は、がん患者の自死リスクに対する対応方法や関係機関との連携等につい

てのフロー、精神科との連携体制等の確保等を図っていきます。また、今後の国の動向

を踏まえて、がん診断後の自死対策の推進を拠点病院等や関係機関と検討します。 

 

 

【【宮宮城城県県ににおおけけるる「「自自死死」」とといいうう言言葉葉のの使使用用ににつついいてて】】  

 厚生労働省は「自殺対策」のように国の公的用語として「自殺」を使用していますが、「自殺」の表現に心を傷つ

けられるとする遺族の感情に配慮し、県が作成する文書等では平成 16 年 1 月に法律の名称や統計用語を除き、原

則「自殺」という言葉にかえて、「自死」を使用する方針となりました。本計画の中でも、「自死」という言葉を使

用しております。 

１　現状と課題

（３）　がん診断後の自死対策について

２　取組の方向性
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11  現現状状とと課課題題  

がんの治療成績の向上に伴い、がん経験者は増加しており、就労支援、アピアランスケ

ア、自殺対策に留まらない、がん患者・経験者のＱＯＬ向上に向けた取組が求められてい

ます。 

 

がんと付き合いながら社会参加をしていく期間が長くなっている中、がんに対する「偏

見」により、がんの罹患そのものが日常生活の大きな障壁となり自分らしく生きていくこ

との妨げとなっていること、離島、へき地における通院、高額な医療費の負担、患者やそ

の家族の離職・休職に伴う収入の減少等による経済的な課題、障害年金等の制度利用の周

知不足、障害のある患者へのがん診断の遅れや標準治療の障壁が指摘されているものの、

十分な検討がなされていません。 

２２  取取組組のの方方向向性性  

（４） その他の社会的な問題について

県は、がんに対する偏見の払拭や正し

い理解につながるよう、「がん啓発及びが

ん検診の受診率向上に向けた包括的連携

に関する協定」を締結した企業・団体と

連携し、啓発普及に努めます。 

 

また、県及び拠点病院等は、高度化す

る治療へのアクセスの確保や意思疎通等

に配慮が必要ながん患者等のがん検診や

医療へのアクセス等について、今後の国

の動向を踏まえて、関係機関と検討しま

す。 
「がん啓発及びがん検診の受診率向上に向けた包

括的連携に関する協定」を締結した企業によるが

ん教育の様子 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11  現現状状とと課課題題  

令和 4（2022）年の宮城県の自殺者数は 431 人で、そのうち健康問題が理由となった

割合は全体の約 6 割でした。厚生労働省科学研究費事業の「がん患者の自殺予防プログ

ラムの開発に向けた研究」では、年齢・性別を調整した同じ時期の一般人口と比較した

自死リスクは診断後の期間が短いほど高く、1 か月以内では 4.40 倍とあり、2～3 か月で

は 2.61 倍、4～6 か月では 2.17 倍、7～12 か月では 1.76 倍、13～24 か月では 1.31 倍

となっています。 

 

がん患者の自死は重要な課題であり、複合的な悩みや課題が連鎖の中で追い込まれ、

さらにメンタルヘルスの不調の先に起こるとされていることから、医療従事者等による

自死リスクのある患者への適切な支援が行われる体制整備が必要となります。 

２２  取取組組のの方方向向性性  

（３） がん診断後の自死対策について

拠点病院等は、がん患者の自死リスクに対する対応方法や関係機関との連携等につい

てのフロー、精神科との連携体制等の確保等を図っていきます。また、今後の国の動向

を踏まえて、がん診断後の自死対策の推進を拠点病院等や関係機関と検討します。 

 

 

【【宮宮城城県県ににおおけけるる「「自自死死」」とといいうう言言葉葉のの使使用用ににつついいてて】】  

 厚生労働省は「自殺対策」のように国の公的用語として「自殺」を使用していますが、「自殺」の表現に心を傷つ

けられるとする遺族の感情に配慮し、県が作成する文書等では平成 16 年 1 月に法律の名称や統計用語を除き、原

則「自殺」という言葉にかえて、「自死」を使用する方針となりました。本計画の中でも、「自死」という言葉を使

用しております。 

１　現状と課題

（４）　その他の社会的な問題について

２　取組の方向性

80

第
４
章



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

（１） 小児・ＡＹＡ世代について

11  現現状状とと課課題題  

他の世代に比べて患者数が少なく、疾患構成も多様であり、幅広いライフステージで発

症し、晩期合併症のため、治療後も長期にわたりフォローアップを必要としています。 

 

年代によって、就学、就労、生殖機能等の状況が異なり、個々の状況に応じた多様なニ

ーズが存在することから、成人のがんとは異なる対策が求められています。 

 

小児・ＡＹＡ世代のがん患者に対する教育については、法第 21 条において、「国及び地

方公共団体は、小児がんの患者その他のがん患者が必要な教育と適切な治療とのいずれを

も継続的かつ円滑に受けることができるよう、必要な環境の整備その他の必要な施策を講

ずるものとする」とされています。 

 

また、国では、高等学校段階の取組が遅れているとの指摘を踏まえ、厚生労働科学研究

において、がん患者の高校教育の支援の好事例の収集や実態・ニーズ調査を実施し、高校

教育の提供方法の開発と実用化に向けた研究を進めています。 

 

県の高校教育の主なサポート体制としては、学校の目的、目標や所属学科の特性もあり、

一律の対応が難しいことから、各学校において個別に、病状に配慮しながら学習課題等に

よる訪問指導を行うなどの支援が行われています。治療を受けながら学業を継続できるよ

う、入院中・療養中の教育支援や退院後の学校での受入れ体制の整備等の一助としてＩＣ

Ｔを活用した遠隔授業を行うなど、関係機関と連携を図りながら進めています。 

 

小児・ＡＹＡ世代のがん経験者は、晩期合併症等により、就職が困難な場合があるため、

就労支援に当たっては、成人発症のがん患者とニーズや課題が異なることを踏まえ、利用

可能な制度や相談機関について、周知及び活用が十分にされていない等の指摘があります。 

 

〇 小児がん拠点病等を中心とした相談体制の推進 

〇 学習を希望するがん患者への教育の機会の充実 

○ 小児がん患者と家族が治療中のみならず治療後も安心して暮らせる 

社会の構築 

○ 治療を受けながら学業を継続できるよう、入院中・療養中の教育支援や退院後の学校

での受入れ体制の整備 

４ ライフステージに応じたがん対策

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題

（１）　小児・ＡＹＡ世代について

４　ライフステージに応じたがん対策
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小児・ＡＹＡ世代の緩和ケアは、家族に依存しており、家族の離職等、家族の負担が非
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２２  取取組組のの方方向向性性  

県及び小児がん拠点病院、小児がん連携病院、「小慢さぽーとせんたー」は、小児・

ＡＹＡ世代のがん患者の長期フォローアップについて、晩期合併症への対応、保育・教

育・就労・自立・心理的課題に関する支援を含め、ライフステージに応じて成人診療科

と連携した切れ目のない支援の体制整備を推進します。 

 

県・教育委員会は、医教連携コーディネーターを配置して医療従事者と教育関係者と

の連携を強化し、国の事業を積極的に活用して、高等学校段階におけるＩＣＴを活用し

た遠隔教育を行うなど、療養中においても適切な高校教育を受けることができる環境整

備を進め、復学・就学支援等、療養中の生徒等に対する特別な支援を行う教育をより一

層充実させるとともに、迅速に支援できるよう、多くの医療機関等に対して事業の周知

徹底を図ります。 

 

県は、小児・ＡＹＡ世代のがん経験者の就労における課題を踏まえ、医療従事者間の

連携のみならず、公共職業安定所及び地域若者サポートステーション等を含む就労支援

に関係する機関や患者団体との連携を強化します。 

 

県及び拠点病院等は、小児がんに関する正しい情報を発信することにより、小児がん

患者と家族が治療中のみならず治療後も安心して暮らせる社会を構築していくため、教

育現場や職域等における普及啓発を図ります。 

 

県は、在宅療養支援の在り方について、各市町村の取組状況等を検証しながら、必要

な支援を検討します。 

AYAがんイベント相談会＆交流会（東北大学病院） 

 

AYA世代のがん（東北大学病院がんセンター） 

https://www.cancercenter.hosp.tohoku.ac.jp/aya/aya.html 

２　取組の方向性
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1 現状と課題 

高齢のがん患者は、疾病や加齢がもたらす認知機能や身体機能の低下により意思決定

の支援や身体的な状況、社会的な背景などに合わせた様々な配慮の必要があります。ど

の治療を選択するかによって、その後の生活や QOL が大きく変わることもあり、がん患

者とその家族等が納得して治療を進めることがより大切であると言われています。 

 

また、高齢のがん患者については、認知症の発症や介護の必要性など家族等への負担

が大きくなることから、家族等に対する情報提供・相談支援体制が必要となります。 

 

 

２ 取組の方向性 

拠点病院等では、高齢者の機能評価を行い、治療の適正化を図るとともに、「高齢者

のがん診療における意思決定支援の手引き」などを利用し高齢のがん患者の意思決定

の支援を推進します。 

 

また、高齢のがん患者を支援するため、医療機関・介護施設等の医師、医療従事者、

介護従事者が連携し、患者の意思決定を尊重しつつ、患者とその家族等の療養生活を

支えるための体制整備を推進します。 

 

拠点病院等、がん診療を行う一般の病院及び診療所は、患者に対する ACP の実施と

併存疾患の治療や介護との連携体制を整備するとともに、高齢者の併存疾患や介護に

関する相談・関係機関と連携推進します。 

 

○ 認知症の発症や介護の必要性など家族等への負担の大きくなることから、 

家族等に対する情報提供・相談支援体制が必要 

〇 拠点病院等、がん診療を行う一般の病院及び診療所において、患者に対する ACP

の実施と併存疾患の治療や介護との連携体制の整備 

〇 高齢者の併存疾患や介護に関する相談・関係機関との連携推進 

（２） 高齢者について

コラム⑭ 「高齢者のがん対策について」 

令和 5（2023）年 3 月に閣議決定された国の基本計画においては、「高

齢者のがん患者の実態把握を行い、長期療養の中で生じる有害事象などに

対応できるよう、患者の健康管理の方法、地域における療養の在り方、再

発・２次がん・併存疾患のフォローアップ体制等について検討する」とさ

れており、その動向を踏まえて対応していきます。 
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併存疾患の治療や介護との連携体制を整備するとともに、高齢者の併存疾患や介護に

関する相談・関係機関と連携推進します。 

 

○ 認知症の発症や介護の必要性など家族等への負担の大きくなることから、 

家族等に対する情報提供・相談支援体制が必要 

〇 拠点病院等、がん診療を行う一般の病院及び診療所において、患者に対する ACP

の実施と併存疾患の治療や介護との連携体制の整備 

〇 高齢者の併存疾患や介護に関する相談・関係機関との連携推進 

（２） 高齢者について

コラム⑭ 「高齢者のがん対策について」 

令和 5（2023）年 3 月に閣議決定された国の基本計画においては、「高

齢者のがん患者の実態把握を行い、長期療養の中で生じる有害事象などに

対応できるよう、患者の健康管理の方法、地域における療養の在り方、再

発・２次がん・併存疾患のフォローアップ体制等について検討する」とさ

れており、その動向を踏まえて対応していきます。 

現状と課題

施策の方向性

１　現状と課題

（２）　高齢者について

２　取組の方向性

column ⑭　「高齢者のがん対策について」

84

第
４
章



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

がんゲノム診断カンファレンス（エキスパートパネル） 

会議の様子（東北大学病院） 

第４章 分野別施策

第４節 これらを支える基盤の整備

11  現現状状とと課課題題  

２２  取取組組のの方方向向性性  

臨床研究中核病院である東北大学病院は、医療機関や企業と連携し、引き続き、臨床

研究開発実施の体制整備を推進します。 

 

拠点病院等は、がん研究の成果を活用して、がん患者に対して、治験（企業または医

師主導）、患者申出療養、先進医療、臨床研究法の特定臨床研究による治療選択肢を提

供できる体制を整備し、がん医療に係る医薬品等の速やかな実装に努めます。 

全ゲノム解析等の新たな技術を含む更なるがん研究の推進

国では、今後のがん研究のあり方に関する有識者会議で新たな「がん研究10カ年戦略」

に向けて、新たな課題や重点的に進めるべき研究を盛り込む報告書を作成しており、そ

の動向を踏まえて対応していく計画です。また、国では、がんと難病に関しては診療（診

断、治療）と研究のプラットフォームづくりのために全ゲノム解析計画が進められてい

ます。将来的には社会実装と保険償還を目指し、東北大学病院を含む国内有数の研究機

関が参加しています。 

 

県では、東北大学病院が臨床研究中核病院ならびにがんゲノム医療中核拠点病院に指

定され、東北地区における臨床研究の拠点として、東北メディカルメガバンク機構

(ToMMo)、臨床研究推進センター(CRIETO)、未来型医療創成センター(INGEM)および個別

化医療センター(P-MEC)を中心に、医療機関や企業と連携し臨床研究実施のための体制

を推進してきました。また、拠点病院等において、臨床研究の成果を広報するとともに、

臨床研究体制の整備を図ってきました。 

 

しかし、現在、医薬品開発分野では欧米に遅れを取り、いわゆるドラッグラグ・ロス

が社会問題となっています。 

 

がん研究により、がん医療に係る医薬品（診断薬を含む。）、医療機器及び医療技術

の開発が欧米に遅れることなく進むとともに、それらの速やかな医療実装が求められて

います。 

１　現状と課題

２　取組の方向性

1　全ゲノム解析等の新たな技術を含む更なるがん研究の推進

第４節　これらを支える基盤の整備

分野別施策第４章
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11  現現状状とと課課題題  

がん医療の現場を担う人員の不足や、がん医療を担う人材育成の医療機関間の差が、

患者に提供される医療の医療機関間、地域間における差の要因の一つとなっています。 

 

集学的治療等の提供については、引き続き、関係学会・団体等と連携しつつ、手術療

法、放射線療法、薬物療法及び免疫療法を専門的に行う医療従事者を養成するとともに、

こうした医療従事者と協力して、がん医療に関する基本的な知識や技能を有し、がん医

療を支えることのできる医療従事者を養成していく必要があります。 

 

東北大学では、臨床腫瘍学、放射線腫瘍学、腫瘍外科学など、がん診療に関する教育

を専門的に行う教育組織（講座等）を設置しているほか、山形大学、福島県立医科大学、

新潟大学及び拠点病院等と連携し、「東北次世代がんプロ養成プラン」で専門の医師、薬

剤師、看護師等を養成し、宮城県がん診療連携協議会において、部会ごとに、拠点病院

等の医師、看護師、薬剤師等を対象とした研修を実施してきました。 

 

これらの取組により、がん医療に携わる専門的な医療従事者のすべてが増加し、人口

100万人対の医療従事者数は、令和４（2022）年で322.8人となり、平成29（2017）年

の全国平均309.3人より増加しました。 

 

しかし、令和４（2022）年の全国平均は、390.7人であり、また、専門医等が仙台地域

に集中しているなど、医療従事者の偏在という課題があります。また、拠点病院等にお

ける薬物療法や放射線療法に携わる専門性の高い人材の配置については、充分な状況で

はなく、特にがん専門薬剤師やがん薬物療法認定薬剤師が全国に比較して少ない状況で

す。 

 

ゲノム医療等のがん医療の進歩と細分化、希少がん、難治がん、小児・ＡＹＡ世代の

がん等の特性やライフステージに応じた対応が求められるがん腫に対する専門的な人材

に加えて、腫瘍循環器学や腫瘍腎臓病学等のがん関連学際領域に対応できる人材や医療

ビッグデータの解析専門家、個別化医療・創薬研究を担う人材など、新たに必要とされ

る専門的な人材の育成が求められています。 

２２  取取組組のの方方向向性性  

宮城県がん診療連携協議会は、がん医療の高度化が進む中で、がん対策を一層推進す

る観点から、引き続き、がん診療を行う一般の病院・診療所に対して、臨床腫瘍学に関

する専門的な人材の育成及び配置に積極的に取り組みます。また、地域のがん医療や緩

和ケア等を担う人材の育成及び配置について、拠点病院等や地域の職能団体が中心とな

って取り組みます。 

 

令和5（2023）年度からスタートした「東北広域次世代がんプロ養成プラン」により、

山形大学、福島県立医科大学、弘前大学、秋田大学及び新潟大学と連携し、取組をして

いる拠点大学の東北大学は、がん医療を専門とする医療従事者の養成を継続するととも

に、がんゲノム医療研修会等を通じてゲノム医療等のがん医療の進歩と細分化、希少が

ん、難治がん、小児・ＡＹＡ世代のがん等の特性やライフステージに応じた対応が求め

られるがん対策や、新しいがん関連学際領域や医療ビッグデータ解析、個別化医療・創

薬研究に対応できる医療従事者等の育成を推進します。 

人材育成の強化

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

がんゲノム診断カンファレンス（エキスパートパネル） 

会議の様子（東北大学病院） 

第４章 分野別施策

第４節 これらを支える基盤の整備

11  現現状状とと課課題題  

２２  取取組組のの方方向向性性  

臨床研究中核病院である東北大学病院は、医療機関や企業と連携し、引き続き、臨床

研究開発実施の体制整備を推進します。 

 

拠点病院等は、がん研究の成果を活用して、がん患者に対して、治験（企業または医

師主導）、患者申出療養、先進医療、臨床研究法の特定臨床研究による治療選択肢を提

供できる体制を整備し、がん医療に係る医薬品等の速やかな実装に努めます。 

全ゲノム解析等の新たな技術を含む更なるがん研究の推進

国では、今後のがん研究のあり方に関する有識者会議で新たな「がん研究10カ年戦略」

に向けて、新たな課題や重点的に進めるべき研究を盛り込む報告書を作成しており、そ

の動向を踏まえて対応していく計画です。また、国では、がんと難病に関しては診療（診

断、治療）と研究のプラットフォームづくりのために全ゲノム解析計画が進められてい

ます。将来的には社会実装と保険償還を目指し、東北大学病院を含む国内有数の研究機

関が参加しています。 

 

県では、東北大学病院が臨床研究中核病院ならびにがんゲノム医療中核拠点病院に指

定され、東北地区における臨床研究の拠点として、東北メディカルメガバンク機構

(ToMMo)、臨床研究推進センター(CRIETO)、未来型医療創成センター(INGEM)および個別

化医療センター(P-MEC)を中心に、医療機関や企業と連携し臨床研究実施のための体制

を推進してきました。また、拠点病院等において、臨床研究の成果を広報するとともに、

臨床研究体制の整備を図ってきました。 

 

しかし、現在、医薬品開発分野では欧米に遅れを取り、いわゆるドラッグラグ・ロス

が社会問題となっています。 

 

がん研究により、がん医療に係る医薬品（診断薬を含む。）、医療機器及び医療技術

の開発が欧米に遅れることなく進むとともに、それらの速やかな医療実装が求められて

います。 

１　現状と課題

２　取組の方向性

2　人材育成の強化
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11  現現状状とと課課題題  

がん教育、がんに関する知識の普及啓発

○ 学校教育における授業の内容をより充実させるという観点から、外部講師の活用等 

の推進が必要 

○ がんに関する正しい知識の普及啓発の継続的な取組が必要 

〇 学習指導要領に基づく、児童生徒の発達段階に応じたがん教育の推進 

〇 様々な関係機関との協働による県民に対するがんに関する正しい知識の普及啓発 

健康については、こどもの頃から教育を受けることが

重要であり、こどもが健康と命の大切さについて学び、

自らの健康を適切に管理するとともに、がんに対する正

しい知識、がん患者への理解及び命の大切さに対する認

識を深めることが必要です。 

 

学習指導要領の改訂により、令和 2（2020）年度から

小学校で、令和 3（2021）年度から中学校で、令和 4

（2022）年度からは高等学校でそれぞれがん教育を実

施することになりました。授業の内容をより充実させる

ため、医師やがん患者・経験者等の外部講師を活用し、

こどもたちに、がんの正しい知識やがん患者・経験者の

声を伝えることが重要です。 

 

県民に対するがんに関する正しい知識の普及啓発の

ため、県では、「がん啓発及びがん検診の受診率向上に

向けた包括的連携に関する協定」を締結した企業・団体

と連携し、啓発用動画及びパンフレットの作成や、ショ

ッピングモールを会場にした啓発展等を行ってきまし

た。他にも、若年期女性や働く人を対象にした出前講座

の開催、がん征圧月間事業、がん啓発セミナーや各種啓

発事業への協力等を通して、県民への情報提供に取り組

んでいます。 

補助教材：教師用指導参考資料  

文部科学省のホームページから 

 

○ 本県におけるがん教育外部講師の活用率が低い 

〇 関係機関との協議の場の設置、積極的な外部講師の活用の推進 

１　現状と課題

3　がん教育、がんに関する知識の普及啓発

施策の方向性

現状と課題
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２２  取取組組のの方方向向性性  

県及び市町村は、児童生徒の発達段階に応じ

たがん教育を推進するために、関係機関との協

議の場を設け検討していくとともに、がんに対

する正しい知識、がん患者への正しい理解及び

命の大切さに対する認識の深化を図るととも

に、学習指導要領に対応したがん教育の確実な

実施に向けた、取組の充実、外部講師の積極的な

活用を図るため体制を整備します。 

 

県は、生活習慣が原因とならないがんもある

ことや、予防によりがんのリスクを軽減できる

こと、早期発見が可能ながんもあることなど、が

んに対する正しい知識について、市町村や県の

広報誌、マスメディア、ソーシャルメディア等、

あらゆる手段により広報するとともに、引き続

き、大人向けのがん教育として出前講座を実施

します。また、がん予防や早期発見につながる行

動の変容を促すとともに、自分や身近な人がが

んに罹患しても、それを正しく理解し、向き合う

ことができるよう、協定締結企業・団体や拠点病

院等を始めとした関係機関と連携しながら普及

啓発を推進します。 

 

「がん啓発及びがん検診の受診率向上に向けた包括的連携に関する協定」を締結した企業が

作成した啓発冊子 

一方で、インターネットの普及等により、科学的根拠に乏しい情報が多く存在するこ

と、患者やその家族等を含む県民が必要な情報に適切にアクセスすることが難しいこと

などが指摘されています。 

 

令和 4（2022）年度におけるがん教育実施状況調査によれば、本県のがん教育外部講

師活用状況は、全体で 2.7％となっており、全国平均の 11.4％より低い値になっていま

す。 

外部講師（拠点病院から医師派遣） 

によるがん教育（小学校） 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

11  現現状状とと課課題題  

がん教育、がんに関する知識の普及啓発

○ 学校教育における授業の内容をより充実させるという観点から、外部講師の活用等 

の推進が必要 

○ がんに関する正しい知識の普及啓発の継続的な取組が必要 

〇 学習指導要領に基づく、児童生徒の発達段階に応じたがん教育の推進 

〇 様々な関係機関との協働による県民に対するがんに関する正しい知識の普及啓発 

健康については、こどもの頃から教育を受けることが

重要であり、こどもが健康と命の大切さについて学び、

自らの健康を適切に管理するとともに、がんに対する正

しい知識、がん患者への理解及び命の大切さに対する認

識を深めることが必要です。 

 

学習指導要領の改訂により、令和 2（2020）年度から

小学校で、令和 3（2021）年度から中学校で、令和 4

（2022）年度からは高等学校でそれぞれがん教育を実

施することになりました。授業の内容をより充実させる

ため、医師やがん患者・経験者等の外部講師を活用し、

こどもたちに、がんの正しい知識やがん患者・経験者の

声を伝えることが重要です。 

 

県民に対するがんに関する正しい知識の普及啓発の

ため、県では、「がん啓発及びがん検診の受診率向上に

向けた包括的連携に関する協定」を締結した企業・団体

と連携し、啓発用動画及びパンフレットの作成や、ショ

ッピングモールを会場にした啓発展等を行ってきまし

た。他にも、若年期女性や働く人を対象にした出前講座

の開催、がん征圧月間事業、がん啓発セミナーや各種啓

発事業への協力等を通して、県民への情報提供に取り組

んでいます。 

補助教材：教師用指導参考資料  

文部科学省のホームページから 

 

○ 本県におけるがん教育外部講師の活用率が低い 

〇 関係機関との協議の場の設置、積極的な外部講師の活用の推進 

２　取組の方向性
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11  現現状状とと課課題題  

がん登録は、がんの罹患数や罹患率、生存率、治療効

果の把握など、がん対策の基礎となるデータを得て、こ

れにより科学的根拠に基づいたがん対策や質の高いがん

医療を実施し、県民や患者への情報提供を通じてがんに

対する理解を深めるために必須の制度です。 

 

平成 28（2016）年から、がん登録等の推進に関する法

律に基づく全国がん登録（以下、「全国がん登録」という。）

が開始され、病院等で診断されたがんの種類や進行度等

の情報が、病院等から都道府県を通じて、国において一

元的に管理されることとなりました。 

 

県では、地域がん登録時代からの長年の実績と全国が

ん登録の委託事業により、精度の高いがん登録を提供で

きております。 

 

がん登録の利活用の推進

〇 がん検診の受診勧奨やがん検診の精度管理へのがん登録情報の活用が 

効果的に行われていない 

〇 質の高い情報収集に資する精度管理、活用に対する理解の促進への取組 

全国がん登録が始まったことに伴い、全国がん登録における実務者向け研修会を開催して

いましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により令和元（2019）年度を最後に開催でき

ていませんでした。手引きの作成・配布や届出支援の動画の公開などの取組を行ってきまし

たが、引き続き、精度の高いがん登録を維持していくため、研修会の開催が必要です。 

 

また、拠点病院等では、全国がん登録に加えて、より詳細ながんの罹患・診療に関する情

報を収集する院内がん登録が実施されており、院内がん登録は、全国のがん患者の約８割を

カバーしていると推定されており、全国がん登録と同じく、引き続き、推進していく必要が

あります。 

 

また、県立がんセンターでは、市町村におけるがん対策を充実させるため、市町村から委

託を受けて、希望する市町村のがん登録情報の利活用を推進しています。令和 5（2023）年

度は 6 市町ががん登録情報を利用してがんの実態把握を行い、がん検診の受診勧奨に役立て

ています。また、そのうちの 3 市町では、がん登録情報を活用したがん検診の精度管理に取

り組んでおり、実施自治体の増加が求められています。 

 

 

 

 

施策の方向性

１　現状と課題

現状と課題

4　がん登録の利活用の推進
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２２  取取組組のの方方向向性性  

県は、全国がん登録の届出が県内の全病院に義務づけられていることを踏まえ、各病

院における実務者向けの研修会を継続的に開催し、更なる精度の向上を図るとともに、

宮城県がん診療連携協議会と連携して、がん登録の実務者の育成を推進します。 

 

県は、科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実に役立てるため、宮城県がん登

録事業を通して、個人情報保護に留意しながら、医療圏別、保健所別、市町村別などの

地域別のがんの罹患の情報の提供を行うとともに、市町村によるがん登録情報の利用を

推進します。 

 

また、院内がん登録については、がん診療の実態を把握するとともに、他の施設と比

較することで、がん医療の質の向上に寄与することが期待されています。現在、参加施

設が限られているため、より精度の高いがん登録情報を利活用してもらうため、引き続

き、参加していない施設などに対して、広く呼びかけていきます。 

 

県は、県民のがんに対する理解の促進や、患者やその家族による医療機関の選択に資

するよう、希少がんや小児がんの情報を含め、がんに関する情報を適切に提供し、また、

県民が活用できるように関係機関と連携して普及啓発を推進します。 

 

がん登録情報の利用申請の状況としましては、県や市町村のがん対策のために利用す

るもののほか、研究者によるがん登録情報の利用としては、東北大学におけるコホート

研究やがん検診の有効性評価に関する研究など、様々な研究に利用されており、今後も

がん登録情報を活用した研究の推進が期待されています。 

 

がん登録情報の効果的な利活用という点では、個人情報保護の観点から厳しい安全管

理体制が必要とされています。がん検診の精度管理にがん登録情報を活用する際にも安

全管理措置を講じながら、その活用を推進する必要があります。 

 

また、小児やＡＹＡ世代のがん、希少がんの実態については、十分な情報の提供が行

われていないという指摘があります。 

 

 

写真提供：宮城県がん登録室 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11  現現状状とと課課題題  

がん登録は、がんの罹患数や罹患率、生存率、治療効

果の把握など、がん対策の基礎となるデータを得て、こ

れにより科学的根拠に基づいたがん対策や質の高いがん

医療を実施し、県民や患者への情報提供を通じてがんに

対する理解を深めるために必須の制度です。 

 

平成 28（2016）年から、がん登録等の推進に関する法

律に基づく全国がん登録（以下、「全国がん登録」という。）

が開始され、病院等で診断されたがんの種類や進行度等

の情報が、病院等から都道府県を通じて、国において一

元的に管理されることとなりました。 

 

県では、地域がん登録時代からの長年の実績と全国が

ん登録の委託事業により、精度の高いがん登録を提供で

きております。 

 

がん登録の利活用の推進

〇 がん検診の受診勧奨やがん検診の精度管理へのがん登録情報の活用が 

効果的に行われていない 

〇 質の高い情報収集に資する精度管理、活用に対する理解の促進への取組 

全国がん登録が始まったことに伴い、全国がん登録における実務者向け研修会を開催して

いましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により令和元（2019）年度を最後に開催でき

ていませんでした。手引きの作成・配布や届出支援の動画の公開などの取組を行ってきまし

たが、引き続き、精度の高いがん登録を維持していくため、研修会の開催が必要です。 

 

また、拠点病院等では、全国がん登録に加えて、より詳細ながんの罹患・診療に関する情

報を収集する院内がん登録が実施されており、院内がん登録は、全国のがん患者の約８割を

カバーしていると推定されており、全国がん登録と同じく、引き続き、推進していく必要が

あります。 

 

また、県立がんセンターでは、市町村におけるがん対策を充実させるため、市町村から委

託を受けて、希望する市町村のがん登録情報の利活用を推進しています。令和 5（2023）年

度は 6 市町ががん登録情報を利用してがんの実態把握を行い、がん検診の受診勧奨に役立て

ています。また、そのうちの 3 市町では、がん登録情報を活用したがん検診の精度管理に取

り組んでおり、実施自治体の増加が求められています。 

 

 

 

 

２　取組の方向性
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コラム⑮ 「宮城県のがん登録」 

昭和 28（1953）年、東北大学医学部公衆衛生学教

室の瀬木三雄教授が、宮城県医師会報に宮城県のが

ん罹患の状況について報告しました。 

 

これは、昭和 26（1951）年に行った調査結果をま

とめたもので、日本で最初に行われたがん罹患につ

いての調査でした。 

 

調査の重要性が理解され、昭和 34（1959）年には、

宮城新生物レジストリーが設立され、宮城県全域を

対象とする地域がん登録事業が開始されました。こ

れが宮城県のがん登録のはじまりです。 

平成 28（2016）年、がん登録推進法が施行され、

全国で統一した方法による全国がん登録が開始され

ました。現在、宮城県立がんセンターに宮城県がん

登録室が設置され、事業が継続して行われています。 

 

長期にわたる精度の高い宮城県のがん登録情報

は、集計結果が「宮城県のがん罹患」として定期的

に公表されています。また、研究者によるデータ利

用が盛んで、がんの疫学研究、がん検診の精度管理

や有効性評価などに役立てられています。 

 

近年では、市町村による活用を推進しており、科

学的根拠に基づくがん対策の推進を支えています。 

 

 

（作成協力：宮城県がん登録室 金村室長） 

瀬木三雄教授 

 

宮城県医師会報第 14 号 

（昭和 28 年 7 月） 

 

宮城県医師会から許諾を 

得て転載。 

 

このとき報告された患者数 

・男性 697 人 

・女性 818 人 

・合計 1,515 人 

 

毎年公表されている 

宮城県の集計結果 

 

column ⑮　「宮城県のがん登録」
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リレーフォーライフジャパンみやぎに参加する

がん患者会・サロン ネットワークみやぎ 

11  現現状状とと課課題題  

県民本位のがん対策を推進するためには、県は市町村と、患者団体等の関係団体や

がん患者を含めた県民と協力して、取組を進めていくことが必要です。 

 

また、その際には、多様な患者・市民が参画できる仕組みを整備するとともに、患

者・市民参画に係る啓発・育成も併せて推進することが必要です。 

 

また、県民のがんに対する関心を高めるため、がん医療従事者やがん経験者等から、

がん対策条例の制定を望む声があり、宮城県議会では、令和 5（2023）年 12 月に「が

ん対策推進に係る条例検討会」が設置され、条例制定の検討が始まりました。 

 

 
２２  取取組組のの方方向向性性  

県は、県民本位のがん対策を推進するため、

宮城県がん対策推進計画の策定過程について、

性別、世代、がん種等を考慮し、多様ながん患

者等のがん対策推進協議会及び宮城県がん診療

連携協議会等への参画を推進します。 

 

 県は、県民のがんに対する関心を高めるため、

がん征圧月間事業やがん教育等の普及啓発に係

る取組を充実させていきます。 

また、条例制定に向けた議論や機運の高まり

を捉えて、県民のがんに関する関心を高めるこ

とにより、条例の趣旨が県民に広く浸透するよ

う啓発を進め、がん患者を含めた県民が一体と

なって、がん対策をより一層推進していきます。 

 

患者・市民参画の推進

○ 患者・市民のがん対策への参画は一部に限られるため、多様な患者・ 

市民がより積極的に参画できる仕組みが必要 

〇 がん対策を推進するために、多様な患者・市民が参画できる仕組み      

の整備及び患者・市民参画に係る啓発・育成の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム⑮ 「宮城県のがん登録」 

昭和 28（1953）年、東北大学医学部公衆衛生学教

室の瀬木三雄教授が、宮城県医師会報に宮城県のが

ん罹患の状況について報告しました。 

 

これは、昭和 26（1951）年に行った調査結果をま

とめたもので、日本で最初に行われたがん罹患につ

いての調査でした。 

 

調査の重要性が理解され、昭和 34（1959）年には、

宮城新生物レジストリーが設立され、宮城県全域を

対象とする地域がん登録事業が開始されました。こ

れが宮城県のがん登録のはじまりです。 

平成 28（2016）年、がん登録推進法が施行され、

全国で統一した方法による全国がん登録が開始され

ました。現在、宮城県立がんセンターに宮城県がん

登録室が設置され、事業が継続して行われています。 

 

長期にわたる精度の高い宮城県のがん登録情報

は、集計結果が「宮城県のがん罹患」として定期的

に公表されています。また、研究者によるデータ利

用が盛んで、がんの疫学研究、がん検診の精度管理

や有効性評価などに役立てられています。 

 

近年では、市町村による活用を推進しており、科

学的根拠に基づくがん対策の推進を支えています。 

 

 

（作成協力：宮城県がん登録室 金村室長） 

瀬木三雄教授 

 

宮城県医師会報第 14 号 

（昭和 28 年 7 月） 

 

宮城県医師会から許諾を 

得て転載。 

 

このとき報告された患者数 

・男性 697 人 

・女性 818 人 

・合計 1,515 人 

 

毎年公表されている 

宮城県の集計結果 

 

施策の方向性

１　現状と課題

現状と課題

２　取組の方向性

5　患者・市民参画の推進
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11  現現状状とと課課題題  

近年、国では、デジタル社会の実現に向け、マイナンバーカード診療録の電子化、オ

ンライン予約の導入などのデジタル技術の活用やオンライン化の推進が多方面で進め

られています。 

 

がん対策においても、県や拠点病院等における取組をより効果的かつ効率的に推進す

る観点から、個人情報の適正な取扱いを確保し、デジタル技術に不慣れな人等へのサー

ビス提供の観点に留意しつつ、デジタル技術の活用等を推進する必要があります。 

 

また、患者や家族等のインターネット環境の整備について、拠点病院等の現況報告書

によれば、「入院患者が自分の病室から無料または有料で WiFi にアクセスできる拠点病

院の数」は、県内では 4 病院であり、引き続き、整備していく必要があります。 

  

２２  取取組組のの方方向向性性  

県は、患者やその家族等のアクセス向上や、医療・福祉・保健サービスの効率的・効

果的な提供の観点から、ＳＮＳ等を活用したがん検診の受診勧奨や、拠点病院等、がん

診療を行う一般の病院や診療所の安心かつ安全なオンライン診療の提供、会議のオンラ

イン化、相談支援のオンライン化に向けた取組を推進します。 

  
拠点病院等は、入院患者が自分の病室から無料または有料で WiFi にアクセスできる

よう整備します。また、セカンドオピニオン外来やリモート治験を含めたオンライン診

療体制を整備します。 

 

デジタル化の推進

１　現状と課題

２　取組の方向性

6　デジタル化の推進
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